
eト
リ
£
局
、
。
ル

特
進
の
起
源
と
織
変
遷

|
|
列
侯
か
ら
光
線
大
夫
へ
ー
ー
ー

は

じ

め

に

第
一
章
特
進
と
奉
朝
請
、
就
第

第
一
節
特
進
の
基
本
的
性
質

第

二

節

奉

朝

請

第

三

節

就

第

第

二

一

章

漢

代

第

一

節

列

侯

の

朝

位

第

二

節

前

漢

t土

じ

め
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唐
代
の
文
武
散
官
の
名
稽
を
見
て
み
る
と
、
武
散
官
が
従
五
品

第
五
十
九
巻

第
四
蹴

藤

第

三

節

後

漢

第

四

節

開
府
儀
同
三
司
の
形
成

第

三

章

貌

耳

日

第

一

節

理

制

の

穂

換

第
二
節
特
進
と
光
旅
大
夫

第

四

章

南

朝

結
び
に
代
え
て

下
と
正
六
品
上
を
境
に
し
て
持
軍
と
尉
の
一

卒
成
十
三
年
三
月
護
行

井

之

- 1 ー

律

一
つ
に
椅
麗
に
分
か
れ
る

の
に
封
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し
て
、
文
散
官
は
大
き
く
三
つ
に
分
か
れ
る
。
二
十
九
階
あ
る
文
散
官
の
う
ち
、
従
二
口
問
の
光
職
大
夫
以
下
、
従
九
品
下
の
持
仕
郎
に
至
る
二

十
七
の
官
の
名
稽
は
漢
の
光
職
動
の
属
官
、
大
夫
と
郎
に
起
源
が
あ
り
、
武
散
官
と
同
じ
く
従
五
品
下
と
正
六
口
問
上
を
境
に
大
夫
と
郎
に
分
か

し
か
し
、
光
旅
大
夫
の
上
に
位
置
す
る
従

一
品
の
開
府
儀
同
三
司
と
正
二
品
の
特
進
は
特
殊
な
官
で
、
後
に
述
べ
る
様
に
、

二
官

れ
て
い
る
。

と
も
や
は
り
漢
代
に
起
源
が
あ
る
が
、
本
来
は
加
官
で
、
開
府
儀
間
三
司
は
主
に
持
軍
に
加
え
ら
れ
て
三
公
と
同
じ
待
遇
を
興
え
辞
召
を
許
す

も
の
で
あ
り
、
特
進
は
さ
ら
に
特
殊
で
、
列
侯
慢
に
加
わ
っ
て
朝
位
を
興
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
唐
代
散
官
の
前
身
で
あ
る
北
周
の
散
員
、
惰
の
散
職
、
散
官
で
は
、
唐
代
の
様
に
開
府
儀
同
三
司
、
特
進
、
光
線
大
夫
の
順
に
並
ん

(
1〉

だ
こ
と
が
な
い
。
特
に
開
府
儀
同
一一
一
司
と
特
進
は
決
し
て
同
時
に
は
現
れ
な
い
の
で
あ
る
。
唐
代
文
散
官
の
、

一
種
濁
特
な
序
列
が
な
ぜ
形
成

(

2

)

 

さ
れ
た
の
か
従
来
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
こ
れ
が
原
因
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
序
列
の
起
源
が
北
朝
に
な
い
と
し
て
も
、
唐
制
が

西
貌
、
北
周
の
み
な
ら
ず
、
北
湾
や
南
朝
の
制
度
を
も
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
南
朝
の
制
度
、
及
び
漢
代
か
ら
の

襲
遁
遁
程
、
特
に
簡
の
加
官
と
い
う
異
質
な
も
の
が
な
ぜ
散
官
の
序
列
に
混
入
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
燭
れ
て
お
く
こ
と
は
決
し
て
無
意
味
で

土

E
、
噌
人
ご
っ
。

'
v
T
カ
F
-

- 2ー

本
稿
は

漢
代
か
ら
南
朝
に
か
け
て
の
特
進
の
襲
遜
を
通
じ
て
、

唐
代
文
散
官
の
上
位
序
列
の
起
源
、

特
進
の
周
圏
に
あ
っ
た
列
侯
、

終

軍
、
光
維
大
夫
と
の
関
連
、
及
び
唐
制
へ
の
影
響
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
進
を
主
た
る
封
象
と
す
る
の
は
、
本
来
欝
に
劃
す
る
加

(
3〉

官
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
開
府
儀
同
三
司
、
光
旅
大
夫
と
異
な
り
、
朝
位
の
み
を
示
す
官
と
し
て
最
も
早
く
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

第
一
章

特
涯
と
奉
朝
請
、
就
第

第

節

特
選
の
基
本
的
性
質

特
進
は
『
宋
書
』
巻
三
九
百
官
志
上
に



特
進
、
前
漢
の
世
置
く
所
な
り
、
前
後
二
漢
及
び
説
、
晋
以
て
加
官
と
震
し
、
本
官
の
車
服
に
従
い
、
吏
卒
無
し
。

と
あ
り
、
前
漢
に
起
源
を
持
つ
加
官
と
さ
れ
て
い
る
が
、
前
漢
の
そ
の
他
の
加
官
、
例
え
ば
侍
中
や
給
事
中
等
と
は
異
な
る
黙
が
あ
る
。
そ
れ

(

4

)

 

か
つ
非
常
に
多
い
の
に
封
し
、
特
進
は
列
侯
と
い
う
爵
の
み
に
加
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ら
の
加
わ
る
劃
象
が
主
に
官
で
あ
り
、

こ
の
、
官
で
は
な
く
列
侯
爵
に
加
わ
る
と
い
う
性
質
は
、
特
準
が
設
置
さ
れ
た
前
漢
期
の
例
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
前
漢
に
特
進
を
輿

え
ら
れ
た
者
は
十

一
名
い
る
が
、
そ
の
殆
ど
が
無
官
で
か
つ
列
侯
で
あ
っ
た
(
末
尾
の
附
表
ー
を
参
照
〉
。
そ
し
て
後
漢
か
ら
貌
に
か
け
て
特
進
を

(

5

)

 

輿
え
ら
れ
た
者
も
官
の
有
無
こ
そ
あ
れ
、
全
て
列
侯
で
あ
る
。
た
だ
『
宋
書
』
は
「
前
後
二
漢
及
び
貌
、
菅
」
と
音
も
含
め
て
い
る
が
、
忍
回
以

後
の
特
準
は
貌
以
前
の
特
進
と
機
能
が
異
な
り
、

そ
の
一
因
を
、

競
の
最
末
期
に
設
置
さ
れ
た
五
等
俸
制
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
(
こ
の
幾

化
に
関
し
て
は
第
三
重
で
述
べ
る
〉
。

(

6

)

 

る
だ
け
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
特
進
に
は
こ
れ
と
い
っ
た
職
掌
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
朝
位
|
|
l
朝
舎
に
お
け
る
席
衣
が
興
え
ら
れ

さ
て

特
進
は
加
官
と
い
う
難
か
ら
、

『漢
霊
園
』
巻
八

-3-

前
漢
で
は
加
官
群
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
内
朝
に
属
し
た
と
い
わ
れ
る
。
事
賞
、

(

7

)

 

四
翠
方
進
俸
に
成
一帝
鴻
嘉
二
年
頃
の
、
前
漢
最
初
の
中
朝
官
の
議
と
さ
れ
る
記
事
に
「
願
わ
く
ば
中
朝
の
特
進
列
侯
、
勝
軍
以
下
に
下
し
、
園

の
法
度
を
正
せ
」
と
あ
る
の
で
、
中
朝
官
の
議
に
加
わ
り
得
る
資
格
が
あ
っ
た
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
内
朝
に
お
け
る
異
瞳
的
な
機
能

(
8
)
 

や
関
連
は
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
同
じ
く
列
侯
へ
の
加
官
と
考
え
ら
れ
、
内
朝
に
属
す
る
と
さ
れ
る
も
の
に
奉
朝
請
が
あ
り
、

「
以
特
準
奉
朝
請
」
と
い
う
用
法
が
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
二
つ
加
官
が
輿
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
奉
朝
請
と
は
本
嘗
に
加
官
で
内
朝
に
属
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
列
侯
に
劃
す
る
謹
慎
措
置
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
就
第
と
い
う
タ

i
ム
が
あ
る
が
、

が
あ
り
、
加
官
を
興
え
ら
れ
て
謹
慎
す
る
と
は
不
可
解
で
あ
る
。
特
進
と
よ
く
組
み
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
る
、
奉
朝
請
と
就
第
に
は
一
睡
ど
の

様
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
以
特
準
就
第
」
と
い
う
表
現

609 
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第
二
節

奉

朝

号室
面円

奉
朝
請
は
貌
忍
日
以
後
、
六
品
官
の
鮒
馬
都
尉
、
奉
車
都
尉
、
騎
都
尉
の
三
都
尉
の
事
を
指
す
様
に
な
る
。
そ
の
呼
稽
の
由
来
を
、

『
宋
書
』

容
四

O
百
官
志
下
は

奉
朝
請
、
員
無
く
、
亦
た
官
た
ら
ず
。
漢
東
京
罷
省
の
三
公
、
外
威
、
宗
室
、
諸
侯
、
多
く
朝
請
を
奉
ず
。
朝
請
を
奉
ず
と
は
、
朝
倉
請

召
を
奉
ず
る
の
み
。

と
記
し
、
後
漢
か
ら
の
制
と
す
る
が
、

『
積
漢
書
』
百
官
志
五
列
侯
僚
に
は

蓄
、
列
侯
の
靭
請
を
奉
じ
長
安
に
在
る
者
、
位
は
三
公
に
次
ぐ
。

と
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
記
事
か
ら
考
え
る
に
、
奉
朝
請
と
は
前
漢
、
後
漢
と
も
長
安
、
洛
陽
、
即
ち
京
師
に
あ
っ
て
朝
舎
に
参
加
す
る
こ
と
を

き
て
、

『
史
記
』

『
漢
書
』

『
後
漢
書
』
の
本
文
に
奉
朝
請
と
あ
る
場
合
、

-4-

意
味
し
よ
う
。

解
』
所
引
の
漢
律
に
、

注
の
多
く
は
『
史
記
』
巻
一

O
七
競
其
侯
賓
嬰
俸
『
史
記
集

「
律
、
諸
侯
春
天
子
に
朝
す
る
を
朝
と
日
い
、
秋
は
請
と
日
う
」
と
あ
る
、
春
朝
、
秋
請
と
解
圃
押
す
る
設
を
採
る
が
、

こ
の
漢
律
を
奉
靭
請
の
注
と
し
て
用
い
る
の
は
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
朝
請
と
い
う
行
震
は
季
節
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ

る。

朔
望
、
諸
姫
主
朝
請
す
る
に
、
后
の
抱
衣
の
疎
轟
な
る
を
望
見
し
、
反
り
て
締
穀
と
以
震
い
、

就
き
て
覗
て
、

乃
ち
笑
う
ハ
『
後
漢
書
』
皇

后
紀
第
一

O
上
明
徳
馬
皇
后
)
。

こ
れ
は
諸
公
主
が
皇
后
に
朝
見
し
た
事
例
だ
が
、
朔
望
に
朝
請
が
行
わ
れ
て
い
る
。
朔
と
望
は
毎
月
訪
れ
る
も
の
で
あ
り
、
春
と
秋
に
限
定
さ

れ
る
語
で
は
な
い
。
ま
た
、
前
将
軍

・
光
旅
動
を
克
ぜ
ら
れ
て
庶
人
と
な
っ
た
粛
望
之
に
闘
内
侯
が
興
え
ら
れ
た
時
の
こ
と
を
、

『
漢
書
』
巻

二
ハ
楚
元
王
停

・
劉
向
は



上
感
悟
し
、
詔
を
下
し
て
(
粛
〉
望
之
に
傷
関
内
侯
を
賜
い
、
朝
請
を
奉
ぜ
し
む
。

と
記
し
、
『
漢
書
』
巻
七
八
斎
望
之
俸
に
は

後
数
月
、
御
史
に
制
詔
す
ら
く
、

る
こ
と
八
年
、

「
園
の
絡
に
興
ら
ん
と
す
る
に
、
師
を
傘
び
て
、
俸
を
重
ん
ず
。
故
の
前
将
軍
(
粛
〉
望
之
脹
に
停
た

道
び
く
に
経
術
を
以
て
し
、

販
の
功
茂
り
。

其
れ
望
之
に
届
酎
関
内
侯
を
賜
い
、

邑
六
百
戸
を
食
ま
せ
、
給
事
中
た
ら
し

め
、
朔
望
に
朝
せ
し
め
、
坐
は
将
軍
に
次
が
し
め
よ
」
と
。

と
あ
っ
て
、
「
奉
朝
請
」
は
「
給
事
中
、
朝
朔
望
、
坐
次
将
軍
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
給
事
中
は
『
漢
書
』
巷
一
九
上
百
官
公

卿
表
上
音
灼
注
所
引
の
『
漢
儀
注
』
に
「
諸
吏
、
給
事
中
は
日
ご
と
に
上
り
て
朝
謁
し
、
尚
書
の
奏
事
を
卒
せ
し
め
、
分
か
ち
て
左
右
曹
と
帰

す
」
と
あ
る
様
に
毎
日
皇
帝
一
に
拝
謁
す
る
こ
と
が
で
き
、
わ
ざ
わ
ざ
参
朝
す
る
日
を
朔
日
と
望
日
と
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
放
に
、
奉
朝

「
朝
朔
望
、
坐
衣
賂
軍
」
を
指
す
こ
と
に
な
り
、
朔
日
と
望
日
に
参
朝
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

請
は
給
事
中
で
は
な
く
、

こ
の
様
に
、
奉
朝
請
が
朝
朔
望
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
な
る
と
、

- 5一

さ
ら
に
漢
律
と
魁
酷
を
来
す
こ
と
に
な
る
。
封
邑
か
ら
月
に
二
回
参
朝
す

る
の
は
物
理
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
朝
請
を
奉
ず
る
た
め
に
は
、
京
師
に
常
時
滞
在
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
漢
律
の
言
う
春
朝
・
秋
請

は
必
ず
し
も
常
時
京
師
に
滞
在
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
『
史
記
』
巻
五
八
梁
孝
王
世
家
祷
少
孫
補
筆
に
見
え
る
春
朝
の
次
第
に
よ
れ
ば
、

封
園
か
ら
来
朝
し
た
諸
侯
王
、
列
侯
が
長
安
に
滞
在
で
き
る
期
聞
は
二
十
日
に
満
た
な
い
し
、
長
安
に
行
く
こ
と
自
瞳
が
十
数
年
に
一
度
訪
れ

(
9
〉

(

叩

〉

る
希
な
機
舎
で
あ
る
。
ま
た
、
代
理
人
を
涯
遁
す
れ
ば
封
邑
に
い
て
も
秋
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
故
に
「
春
朝
天
子
日
朝
、
秋
田
請
」
と

い
う
漢
律
は
あ
く
ま
で
春
朝
・
秋
請
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
朝
朔
望
と
同
義
の
奉
朝
請
を
指
す
語
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
つ
疑
問
が
残
る
。
そ
れ
は
粛
望
之
の
例
に
見
た
、
毎
日
奔
謁
で
き
る
筈
の
給
事
中
が
、
何
故
改
め
て
朔
日
と
望
日
と
に
参
朝
せ
去

と
命
じ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
貼
で
あ
る
。

侍
中
、
給
事
中
以
下
、
内
朝
を
構
成
す
る
加
官
を
帯
び
る
に
は
、
大
夫
等
本
官
が
必
要
で
あ
り
、
無

(

日

)

官
の
場
合
に
は
列
侯
で
あ
れ
ば
加
官
を
帯
び
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
奉
げ
た
粛
望
之
は
加
官
を
帯
び
る
た
め
の
本
官
が
な
く
、
ま

(

ロ

)

た
関
内
侯
で
あ
っ
た
た
め
、
特
別
に
奉
朝
請
(
朝
朔
望
)
さ
せ
て
、

H-z-
、

手
J
J
J

611 

本
官
と
す
べ
き
列
侯
の
代
わ
り
と
し
た
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
る
な
ら
ば



612 

奉
朝
請
(
朝
朔
望
〉
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
様
な
内
朝
に
閥
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
外
朝
(
本
官
)
に
関
連
す
る
よ
り
一
般
的
な
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

で
は
奉
朝
請
(
朝
朔
撃
〉
は
い
か
な
る
列
侯
に
興
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
漢
書
』
巻
六

O
杜
周
俸
に

(
杜
〉
欽
の
兄
緩
前
に
太
常
を
克
ぜ
ら
れ
、
列
侯
な
る
を
以
て
朝
請
を
奉
じ
、
成
一帝
の
時
嘉
ず
。

と
あ
り
、
太
常
を
克
ぜ
ら
れ
た
理
由
は

『
漢
書
』
巻

一
九
下
百
官
公
卿
表
下
に

(
甘
露
元
年
)
雁
門
太
守
建
卒
侯
杜
緩
太
常
と
魚
り
、
七
年
し
て
盗
賊
の
多
き
に
坐
し
て
売
ぜ
ら
る
。

と
あ
っ
て
、
過
失
に
よ
る
克
官
で
あ
っ
た
。
そ
の
社
緩
が
な
ぜ
奉
朝
請
と
さ
れ
た
の
か
、

そ
れ
に
つ
い
て
説
明
す
る
た
め
に
は
就
第
に
つ
い
て

論
ず
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
節

就

第

- 6ー

(

日

)

大
庭
僑
氏
が
漢
代
の
徒
遜
刑
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
際
、
氏
は
就
第
、
就
園
を
、
列
侯
に
劃
す
る
徒
遜
刑
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
就

園
は
政
争
に
敗
れ
て
失
脚
し
た
り
、
大
逆
事
件
に
連
座
す
る
等
の
重
罪
を
犯
し
た
列
侯
に
劃
し
て
多
く
採
ら
れ
る
措
置
で
あ
る
か
ら
、
徒
遜
刑

の
一
種
と
い
え
よ
う
。
氏
は
就
第
を
「
出
仕
禁
止
の
最
も
軽
い
意
味
で
の
謹
慎
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
(
確
か
に
就
第

は
、
完
官
と
と
も
に
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
)
、
貫
際
に
就
第
に
は
謹
慎
、
言
い
換
え
れ
ば
刑
罰
の
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

-
-
3

】、

よ

7
よ

7

丞
相
予
定
園
、
大
司
馬
車
騎
将
軍
史
高
、
御
史
大
夫
醇
康
徳
は
不
作
と
人
民
流
亡
の
責
任
を
取
っ
て
骸
骨
を
乞
い
、
そ

ハ
M
〉

れ
が
認
め
ら
れ
て
、
三
人
倶
に
安
車
胴
馬
、
黄
金
六
十
斤
を
賜
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
子
定
園
、
史
高
と
、
辞
庚
徳
と
の
慮
置
が
異
な
っ

(

日

)

て
い
る
。
子
定
園
、
史
高
は
「
就
第
」
し
、
醇
贋
徳
は
故
郷
の
浦
郡
に
蹄
っ
た
。
安
車
翻
馬
を
下
賜
さ
れ
る
こ
と
は
非
常
に
名
血
管
な
こ
と
で
、

(

国

)

醇
康
徳
が
闘
っ
た
時
、
浦
郡
の
太
守
は
わ
ざ
わ
ざ
郡
境
ま
で
出
迎
え
た
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
故
に
引
責
辞
任
で
あ

っ
た
と
は
い
え
、
残
り
の

二
人

元
一菅氷
光
元
年
に
、

が
自
宅
謹
慢
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
同
じ
く
骸
骨
を
乞
う
て
許
さ
れ
た
丞
相
の
張
再
は



安
車
翻
馬
、
黄
金
百
斤
を
賜
い
、
罷
め
て
第
に
就
き
、
列
侯
な
る
を
以
て
朔
望
に
朝
す
る
に
特
進
に
位
し
、
見
種
は
丞
相
の
如
し
、
従
事

史
五
人
を
置
き
、
四
百
戸
を
盆
封
す
(
『
漢
書
』
巻
八
一
張
馬
俸
)
。

と
あ
っ
て
、
自
宅
謹
慣
が
ご
意
味
す
る
就
第
と
、
参
朝
せ
よ
と
い
う
朝
朔
望
が
同
時
に
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
で
は
文
意
が
理
解
で
き
な
い
。
さ

ら
に
『
漢
書
』
巻
八
二
停
喜
俸
に
、
大
司
馬
で
あ
っ
た
高
武
侯
停
喜
が
官
を
克
ぜ
ら
れ
就
園
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
の
経
緯
が
以
下
の
様
に
記
さ
れ

て
い
る
。後

数
月
、
途
に
(
停
〉
喜
を
策
克
し
て
日
く
「
君
輔
政
出
入
す
る
こ
と
三
年
な
る
も
、
未
だ
昭
然
と
脹
の
逮
ば
ざ
る
を
匡
す
こ
と
有
ら
ず

し
て
、
本
朝
の
大
臣
其
の
姦
心
を
途
ぐ
、
径
は
君
よ
り
す
。
其
れ
大
司
馬
の
印
綬
を
上
し
て
第
に
就
け
」
と
。
停
太
后
叉
た
自
ら
丞
相
御

史
に
詔
し
て
日
く
「
高
武
侯
喜
功
無
く
し
て
封
ぜ
ら
れ
、
内
に
不
忠
を
懐
き
、
下
に
附
き
上
を
閏
し
、
故
の
大
司
空
丹
と
同
心
背
畔
し
、

宜
し
く
朝
請
を
奉
ぜ
し
む
る
べ
か
ら
ず
。
其
れ
遣
り
て
園

命
を
放
ち
族
を
坦
ち
、
徳
化
を
蔚
損
す
れ
ば
、
罪
悪
赦
の
前
に
在
る
と
雄
も
、

に
就
か
し
め
よ
」
と
。

- 7 ー

ま
ず
策
を
下
し
て
克
官
、
就
第
さ
せ
、
そ
の
措
置
だ
け
で
は
不
充
分
だ
と
し
て
再
び
詔
を
下
し
て
就
園
さ
せ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
詔
の
車
中
朝

請
は
、
策
に
お
け
る
就
第
を
言
い
換
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
後
漢
、
光
武

一一帝
の
天
下
統
一
後
に
将
軍
が
慶
止
さ
れ
た
際
、
左
持
軍

買
復
と
右
将
軍
部
高
は
と
も
に
特
準
と
さ
れ
、
買
復
は
就
第
し
、
郵
爵
は
奉
朝
請
と
な
っ
た
が
、
二
人
と
も
園
家
の
機
密
に
参
興
し
た
今
後
漢

書
』
買
復
停
第
七
〉
と
い
う
か
ら
、
二
人
に
待
遇
の
差
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
就
第
と
奉
朝
請
の
関
係
は
非
常
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
様
に
就
第
が
朝
朔
望
と
併
記
さ
れ
た
り
、
奉
朝
請
と
近
い
関
係
を
持
つ
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
就
第
に
は
謹
慢
で
は
な
く
別
の
意
味
が
あ
る

と
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
就
第
、
及
び
朝
朔
室
、
奉
朝
請
と
の
関
連
を
ど
の
様
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

(

口

)

漢
代
の
官
吏
は
官
舎
で
生
活
し
て
い
た
か
ら
、
売
官
と
は
言
い
換
え
れ
ば
官
舎
を
出
て
郷
里
の
家
に
掃
る
こ
と
で
あ
り
、
列
侯
で
あ
れ
ば
京

師
に
自
宅
と
し
て
輿
え
ら
れ
た
「
第
」
に
蹄
る
こ
と
(
就
第
)
で
あ
る
。
そ
し
て
列
侯
は
尭
官
さ
れ
た
後
で
も
第
か
ら
参
朝
す
る
事
が
許
さ
れ

613 

て
い
た
と
考
え
れ
ば
、
張
扇
の
様
に
就
第
と
朝
朔
望
が
並
立
し
う
る
し
、
杜
緩
の
様
に
琵
官
さ
れ
た
列
侯
が
朝
請
を
奉
ず
る
こ
と
が
で
き
、

さ
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(

国

)

ら
に
は
博
喜
や
買
復
、
郡
高
の
様
に
就
第
と
記
さ
れ
た
だ
け
で
も
奉
朝
請
、
朝
朔
望
を
意
味
し
う
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
奉
朝
請
は
列
侯
の
加

官
と
い
う
よ
り
も
、
列
侯
が
一
般
的
に
有
す
る
特
権
な
の
で
あ
り
、
漢
代
の
列
侯
は
政
争
に
敗
れ
て
失
脚
し
た
り
、
大
逆
事
件
に
連
座
す
る
等

(

日

)

の
重
罪
を
犯
し
て
就
園
さ
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
中
央
官
、
地
方
官
を
問
わ
ず
克
官
せ
ら
れ
て
も
京
師
に
あ
る
第
に
蹄
り
、
そ
こ
か
ら
参
朝
す
る

」
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
第
一
節
で
提
示
し
た
「
以
特
進
奉
朝
請
」
及
び

「
以
特
準
就
第
」
の
意
味
も
明
瞭
と
な
る
。
削
ち
、
致
仕
や
克
官
等
に
よ
っ

て
無
官
と
な
っ
た
列
侯
が
自
宅
の
第
か
ら
参
朝
し
て
特
進
の
朝
位
に
就
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
特
進
の
朝
位
と
は
ど
の
位

置
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
章
を
改
め
て
、
特
準
設
置
以
前
の
列
侯
の
朝
位
か
ら
論
ず
る
。

第
二
一
章

漢

代

第

一
節

列

侯

の

朝

位

- 8ー

漢
代
に
お
け
る
朝
位
の
基
準
と
な
る
も
の
に

「
三
公
」

「九
卿
」

「大
夫
」

「士」

と
レ
っ
た
身
分
呼
稽
が
あ
っ
た
。
こ
の

J
ご
や
「
九
」

と
い
っ
た
放
は
必
ず
し
も
質
放
を
指
す
謹
で
は
な
く
、
車
に
「
公
」
「
卿
」
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
(
以
下
、
官
で
は
な
く
身
分
を
指
す
場
合
は
「

L 

を
付
す
)
。

「
士
」
と
い
う
身
分
呼
稿
が
官
秩
に
よ
っ
て
匡
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
標
識
と
し
て
身
分
に
封

(

初

)

庭
し
た
印
綬
が
興
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
王
啓
原
氏
、
渡
溢
信
一
郎
氏
、
福
井
重
雅
氏
、
阿
部
幸
信
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
王
氏
と
阿

(

包

)

部
氏
は
、
印
綬
と
「
公
」
「
卿
」
「
大
夫
」
「
土
」
と
い
う
身
分
が
封
雁
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
福
井
氏
、
渡
透
氏
は
、
年
頭
に
臣
下
が

身
分
に
臆
じ
た
賛
を
差
し
出
し
て
臣
従
を
示
し
、
君
臣
関
係
を
更
新
す
る
委
費
儀
穫
に
注
目
し

月
朔
歳
首
毎
に
、
大
朝
を
矯
し
賀
を
受
く
。
其
の
儀
、
夜
漏
未
だ
七
刻
を
壷
き
ざ
る
に
鐘
鳴
り
、
賀
及
び
賢
を
受
く
。
公
侯
は
壁
、
中
二

こ
れ
ら
の

「公」

卿
L 

「
大
夫
」



千
石
、
二
千
石
は
主
川
、
千
石
、
六
百
石
は
雁
、

四
百
石
は
婚
な
り
(
『
績
漢
書
』
躍
儀
志
中
第
五
〉
。

と
い
う
後
漢
の
委
賛
儀
雄
の
記
事
と
、
『
白
虎
逼
』
瑞
費
・
見
君
之
費
等
を
比
較
、
検
討
し
、
官
秩
と
印
綬
と
身
分
呼
稽
が
一
致
す
る
こ
と
を
指

摘
さ
れ
た
。
即
ち
、
高
石
が
金
印
紫
綬
で
委
費
儀
雄
に
お
い
て
壁
を
執
る
「
公
」
、
中
二
千
石

i
比
二
千
石
が
銀
印
青
綬
で
蒸
を
執
る
「
卿
」
、

(n〉

四
百
石
J
比
二
百
石
が
銅
印
賞
授
で
雑
を
執
る
「
土
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

千
石
J
比
六
百
石
が
銅
印
墨
綬
で
雁
を
執
る
「
大
夫
」
、

た
だ
、
こ
こ
に
は
問
題
黙
が
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
こ
れ
ら
「
公
」

「卿
」

「
大
夫
」

「
士
」
と
い
う
身
分
が
確
立
し
た
の
は
前
漢
末
の

公
制
導
入
以
後
で
、
そ
れ
以
前
は
「
卿
」
の
上
に
「
上
卿
」
と
い
う
身
分
が
あ
り
、
一
該
嘗
す
る
官
に
金
印
紫
綬
の
前
後
左
右
賂
軍
と
、
銀
印
青

(

勾

〉

授
の
御
史
大
夫
と
が
あ
っ
て
、
官
秩
、
印
綬
、
身
分
呼
稽
は
ま
だ
完
全
に
は
一
致
し
て
は
い
な
い
。
第
二
に
、
前
掲
『
績
漢
書
』
櫨
儀
志
に
は

「

侯

」

は

無

論

列

侯

だ

が

、

前

章

で

奉

げ

た

『

績

漢

書

』

百

官

志

の

「
公
侯
は
壁
」
と
あ
っ
た
。

「蓄
、
列
侯
の
朝
請
を
奉
じ
長
安
に
在
る
者
、
位
は
三
公
に
次
ぐ
」
と
い
う
記
事
だ
け
で
は
、
官
秩
に
よ
る
そ
の
他
の
身
分
と
の
位
置
関
係
は

官
秩
と
は
何
ら
関
係
の
な
い
爵
で
あ
り
、

不
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
三
公
及
び
特
準
設
置
以
前
に
お
い
て
、
朝
見
の
際
、
列
侯
は
ど
こ
に
位
置
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

- 9 ー

天
子
が
群
臣
に
朝
見
す
る
際
、
天
子
は
南
面
し
、
文
官
は
東
側
、
武
官
は
西
側
に
整
列
す
る
。
こ
の
「
文
東
武
西
」
と
い
う
配
置
を
具
瞳
的

な
官
名
を
含
め
て
確
認
し
う
る
最
古
の
事
例
は
、
前
漢
最
初
期
に
叔
孫
通
が
朝
見
の
儀
躍
を
定
め
た
際
の
記
事
で
あ
る
。

漢
七
年
長
楽
宮
成
り
、
諸
侯
群
臣
十
月
に
朝
す
:
:
:
功
臣
列
侯
諸
将
軍
軍
吏
衣
を
以
て
西
方
に
陳
な
り
、
東
郷
す
。
文
官
丞
相
以
下
東
方

に
陳
な
り
、
西
郷
す
(
『
史
記
』
巻
九
九
叔
孫
逼
俸
)
。

こ
こ
に
見
え
る
様
に
、
列
侯
は
武
官
と
と
も
に
西
側
の
列
に
あ
っ
た
。
無
論
、
列
侯
は
武
官
で
は
な
い
が
、
軍
功
爵
と
し
て
の
性
格
に
よ
っ
て

武
官
の
側
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
嘗
時
、
列
侯
は
主
飼
町
中
尉
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
が
、
武
一
帝
太
初
元
年
に
主
爵
中
尉
が
右
扶
風
と
い
う
地
方
官

と
な
る
と
、
列
侯
は
大
鴻
胞
の
管
轄
へ
と
襲
わ
り
、
外
園
と
し
て
把
握
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
が
、

そ
の
際
も
襲
わ
ら
ず
(
強
い
て
文
武
に
分
け
れ

ば
〉
武
官
の
側
に
あ
っ
た
こ
と
は
、

先
に
奉
げ
た
『
漢
書
』
粛
望
之
俸
の
「
坐
は
将
軍
に
次
が
し
め
よ
」
と
い
う
記
事
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

615 

こ
の
史
料
は
元
一
帝
一
期
の
も
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
、
今
度
は
皇
帝
か
ら
見
て
手
前
と
奥
、
即
ち
南
北
方
向
に
お
け
る
朝
位
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
軸
'
に
閲
し
て
は
既
に
伊
藤
徳

(

則

的

)

男
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
氏
は
『
漢
書
』
に
見
え
る
上
奏
文
の
連
署
を
検
討
、
整
理
し
、
三
公
制
導
入
以
前
の
朝
位
の
基
本
構
造
を
、
丞
相
と
そ

れ
に
比
せ
ら
れ
る
太
尉
(
大
司
馬
将
軍
)
、

大
将
軍
、

腰
騎
将
軍
、
車
騎
将
軍
、
衛
将
軍
、
そ
の
衣
に

「上
卿
」
の
位
に
あ
る
前
後
左
右
将
軍
と

御
史
大
夫
、
列
侯
、

そ
の
下
に
太
常
以
下
中
二
千
石
の
諸
卿
が
績
く
、
と
想
定
さ
れ
た
。
筆
者
も
そ
れ
に
従
う
の
だ
が
、
氏
の
指
摘
さ
れ
る
様

に
、
全
て
の
列
侯
が
「
上
卿
」
に
位
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
氏
が
引
か
れ
た
『
漢
書
』
巻
六
人
種
光
停
中
の
、
昌
邑
王
の
慶

位
を
諾
う
上
奏
文
は
群
臣
の
紹
意
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
上
奏
文
の
連
署
の
中
に
列
侯
は
四
名
し
か
見
え
な
い
。
朝
位
を
有
し
た
列
侯
は

そ
れ
以
外
に
多
数
い
た
筈
だ
し
、
先
に
翠
げ
た
杜
緩
の
様
な
克
官
せ
ら
れ
た
列
侯
が
「
上
卿
」
に
位
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、

「
上
卿
」

を
先
頭
と
し
て
、
皇
帝
か
ら
見
て
奥
、
南
側
に
連
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
氏
は
こ
れ
ら
の
序
列
を
文
武
に
分
け
て
は
お
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
武
官
の
側
に
属
す
る
も
の
だ
け
を
順
に
拾
い
上
げ
れ
ば
、
太
尉
、
大
将
軍
、
騒
騎
将
軍
、
車
騎
将
軍
、
街
将
軍
、
前
後
左
右
将
軍
、

前
漢
、
三
公
及
び
特
進
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
の
列
侯
は
武
官
の
側
に
あ
り
、

「
上
卿
」
の
位
に

あ
る
前
後
左
右
将
軍
の
決
に
位
置
し
て
い

-10ー

列
侯
と
な
っ
て
、
粛
望
之
俸
の
「
坐
次
将
軍
」
と
い
う
記
載
も
生
き
て
く
る
。

た
。
言
い
換
え
れ
ば
列
侯
の
最
上
位
は
「
上
卿
」
に
止
ま
る
の
で
あ
っ
た
。

第
二
節

目リ

漢

前
漢
、
特
進
が
設
置
さ
れ
た
の
は
宜
一
一帝
期
で
、
興
え
ら
れ
た
の
は
宣
一
帝
許
皇
后
の
父
、

「特
進
に
位
せ
し
む
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
、
具
瞳
的
な
位
置
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
先
に
奉
げ
た
史
料
だ
が
、
前
漢
三
公
制
導
入
以
前
に

元
一
一
帝
の
外
祖
父
の
許
贋
漢
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
は

特
進
を
興
え
ら
れ
た
張
扇
の
例
に

安
車
晒
馬
を
賜
い
、

罷
め
て
第
に
就
き
、

列
侯
な
る
を
以
て
朔
望
に
朝
し
て
特
準
に
位
し
、

見
撞
は
丞
相
の
如
し

従
事
史
五
人
を
置

く



と
あ
る
。
恐
ら
く
許
廉
漢
も
同
じ
待
遇
を
輿
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
列
侯
の
最
高
位
で
あ
っ
た
「
上
卿
」
か
ら
一
等
「
特
に
準
」
ん

で
丞
相
と
同
格
の
位
に
あ
り
、
特
進
は
列
侯

l
l特
に
前
漢
で
は
無
官
の
列
侯
に
輿
え
ら
れ
た
か
ら
、
そ
の
延
長
と
し
て
の
武
官
側
に
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
具
瞳
的
に
は
街
将
軍
に
次
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
三
公
制
が
導
入
さ
れ
て
丞
相
、

へ
と
改
ま
る
と
、
特
進
は

「
上
卿
」
、

「
卿
」
と
い
う
序
列
が

「公」

「卿」

其
れ
黄
郵
棄
の
戸
三
百
五
十
を
以
て
(
王
〉
葬
に
盆
封
し
、
特
進
に
位
し
、
給
事
中
た
ら
し
め
、
朔
望
に
朝
す
る
に
見
直
は
三
公
の
如
く

し
、
車
駕
は
級
車
に
乗
り
て
従
わ
し
め
よ
(
『
漢
書
』
拳
九
九
上
王
葬
停
上
〉
。

と
、
同
格
と
な
る
封
象
が
丞
相
か
ら
三
公
へ
と
襲
わ
り
、

「
公
」
の
朝
位
を
興
え
ら
れ
、
そ
れ
に
削
割
腹
し
て
奉
朝
請
の
列
侯
の
最
上
位
は
「
上

卿
」
か
ら
「
卿
」
以
下
に
整
理
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(お〉

ま
た
前
漢
の
特
進
は
幕
府
を
聞
く
場
合
が
あ
っ
た
。
こ
の
開
府
と
い
う
擢
限
は
、
前
漢
に
お
い
て
は
三
公
及
び
将
軍
の
み
に
許
さ
れ
た
特
権

(

お

)

で
あ
る
。
し
か
し
特
進
に
よ
っ
て
開
府
す
る
事
例
は
前
漢
の
み
見
ら
れ
、
後
漢
以
降
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
特
進
と
類
似
し
た
機
能
を
有

す
る
開
府
儀
同
三
司
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
と
関
連
が
あ
る
。
後
漢
に
目
を
轄
じ
よ
う
。
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第
三
節

後

漢

ま
ず
、
開
府
儀
同
三
司
の
形
成
と
特
進
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
後
漢
の
特
進
と
列
侯
の
朝
位
及
び
、
特
進
が
加
わ
り
得
る
劃
象

の
績
大
か
ら
論
ず
る
。

後
漢
で
は
成
立
蛍
初
か
ら
三
公
制
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
列
侯
の
朝
位
も
そ
れ
に
従

っ
て
特
進
、
朝
侯
、
侍
洞
侯
と
整
備
さ
れ
て
い
た
が
、

特
進
の
朝
位
は
前
漢
と
饗
わ
っ
て
は
い
な
い
。
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『
漢
官
儀
』
に
日
く
、
「
諸
侯
功
徳
優
盛
に
し
て
、
朝
廷
敬
う
所
の
者
位
特
進
、
三
公
の
下
に
在
り
。
其
の
次
朝
侯
、
九
卿
の
下
に
在

り
、
其
の
次
侍
伺
侯
。
其
の
次
下
土
小
園
侯
、
肺
蹄
の
親
公
主
子
孫
な
る
を
以
て
墳
墓
を
京
師
に
奉
ず
れ
ば
亦
た
時
に
随
い
て
朝
見
す
。
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是
れ
隈
諸
侯
と
帰
す
な
り
。
」

(
『
後
漢
書
』
部
百
円
停
注
)

中
興
し
て
以
来
、
唯
だ
功
徳
を
以
て
位
特
進
を
賜
う
者
、
車
騎
将
軍
に
衣
ぐ
。
位
朝
侯
を
賜
わ
ば
、
五
校
尉
に
衣
ぐ
。
位
侍
洞
侯
を
賜
わ

ば
、
大
夫
に
次
ぐ
。
其
の
蝕
肺
蹄
及
び
公
主
の
子
孫
な
る
を
以
て
墳
墓
を
京
都
に
奉
ず
る
者
、
亦
た
時
に
随
い
舎
せ
ら
れ
、
位
は
博
士
・

議
郎
の
下
に
在
り
(
『
綴
漢
書
』
百
官
志
五
・
列
侯
篠
)
。

績
き
「
公
」
の
武
官
側
の
朝
位
が
輿
え
ら
れ
た
。

で
あ
る
。
前
者
は
官
秩
に
よ
る
身
分
と
の
劉
腔
闘
係
を
、
後
者
は
具
瞳
的
な
官
と
の
位
置
関
係
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
漢
の
特
進
も
引
き

「
公
」
の
朝
位
に
就
き
得
る
将
軍
は
大
将
軍
、
腰
騎
将
軍
、
車
騎
賂
軍
、
衛
将
軍
の
四
つ
が

あ
る
が
、

『
績
漢
書
』
が
「
車
騎
将
軍
に
次
ぐ
」
と
記
す
の
は
、
特
進
が
車
騎
将
軍
と
衛
将
軍
の
聞
に
位
置
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
後
漢
の

(

幻

)

最
末
期
ま
で
衛
持
軍
が
置
か
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

の
記
事
が
一
カ
所
し
か
な
い
が
、

こ
こ
に
見
え
る
朝
侯
、
侍
洞
侯
は
後
漢
に
新
設
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
朝
侯
は
奉
朝
請
の
列
侯
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
か
ら
朝
侯
と
奉
朝
請
の
列
侯
と
の
共
通
貼
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

『
後
漢
書
』
の
列
惇
中
に
は
朝
侯

- 12ー

(
永
卒
〉
十
年
、

(
劉
〉
般
を
徴
し
て
執
金
吾
事
を
行
わ
し
め
、

従
い
て
南
陽
に
至
り
、

還
り
て
朝
侯
と
帰
す
(
『
後
漢
書
』
劉
般
俸
第
二

九)。

こ
れ
は
明
一帝
が
南
陽
に
巡
狩
し
た
際
の
記
事
で
、
劉
般
は
巡
狩
に
同
行
す
る
行
官
の
執
金
吾
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
行
官
で
あ
っ
た
の
は
、
員

(

お

)

官
の
執
金
吾
で
あ
る
鴻
紡
が
洛
陽
に
留
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
南
陽
か
ら
洛
陽
に
師
、
還
す
る
と
、
劉
般
は
行
執
金
吾
事
を
克
ぜ
ら
れ
て

朝
侯
と
な
っ
た
。
こ
の
克
官
↓
朝
侯
と
い
う
措
置
は
、
第
一
章
第
三
節
で
述
べ
た
克
官
↓
奉
朝
請
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
。
前
漢
に
引
き
績
き

奉
朝
請
の
列
侯
も
「
卿
」
の
武
官
側
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
残
り
の
侍
洞
侯
は
ど
の
身
分
に
劃
躍
す
る
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
関
連
す
る

史
料
が
少
な
い
局
、
そ
の
位
置
は
暖
昧
だ
が
、
列
侯
と
し
て
武
官
側
に
位
置
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
後
漢
書
』
中
の
記
事
を
見
る
限

り
、
侍
洞
侯
は
郊
杷
の
震
に
封
園
か
ら
徴
せ
ら
れ
て一

時
的
に
朝
位
を
有
す
る
だ
け
で
、
特
進
、
朝
侯
と
は
異
な
り
、
恒
常
的
に
京
師
に
留
ま

(

却

)

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。



者
に
も
列
侯
で
あ
れ
ば
特
準
が
加
え
ら
れ
、

さ
て
、
前
漢
の
特
進
は
無
官
の
列
侯
に
「
公
」
の
朝
位
を
興
え
る
震
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
後
漢
か
ら
、
九
卿
以
下
の
官
に
任
ぜ
ら
れ
た

「
公
」
の
朝
位
が
興
え
ら
れ
る
様
に
な

っ
た
。
ま
た
、
特
進
が
輿
え
ら
れ
た
後
に
九
卿
以
下
の
官

に
任
ぜ
ら
れ
で
も

(
建
武
)
二
十
年
:
:
:
帯
一
三
公
職
を
参
つ
を
以
て
、
巳
む
を
得
ず
乃
ち
(
貧
)
融
を
策
売
す
。
明
年
位
特
準
を
加
う
。
二
十
三
年
陰
輿
に

代
わ
り
て
行
衛
尉
事
た
る
も
、
特
準
な
る
こ
と
故
の
如
し
(『後
漢
書
』
貧
融
停
第
二
三
。

(

m
山

)

と
「
卿
」
以
下
の
朝
位
に
就
か
ず
、
特
準
の
ま
ま
「
公
」
の
朝
位
に
留
ま
り
績
け
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
様
に
後
漢
で
は
官
の
有
無
を
問
わ

(
川
乱
〉

ず
特
準
が
興
え
ら
れ
て
い
る
が
、
将
軍
は
特
進
が
加
わ
る
劃
象
と
は
な
っ
て
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
賂
軍
に
は
専
用
の
加
官
が
存
在
し
た
か

ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
後
に
特
進
と
序
列
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
開
府
儀
同
三
司
で
あ
っ
た
。

第
四
節

開
府
儀
同
三
司
の
形
成

-13 -

(
M
M
)
 

開
府
儀
同
三
司
に
つ
い
て
は
、
塵
伯
源
氏
の
研
究
が
最
も
意
を
壷
く
し
て
い
る
が
、
氏
の
闘
心
が
持
軍
に
あ
る
た
め
、
特
準
に
つ
い
て
慣
れ

て
は
お
ら
れ
な
い
。
以
下
、
氏
の
所
設
と
重
複
す
る
部
分
が
多
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
た
上
で
、
開
府
儀
同
三
司
の
形
成
、
及
び
、
特
進

と
の
関
連
に
つ
い
て
論
ず
る
。

開
府
儀
同
三
司
の
起
源
に
閲
す
る
諸
説
に
は

開
府
儀
同
三
司
、
漢
官
な
り
。
携
帯
一
延
卒
元
年
、

り
。
貌
に
及
び
黄
擢
車
騎
将
軍
な
る
を
以
て
開
府
儀
同
三
司
た
り
。
開
府
の
名
、
此
れ
よ
り
起
こ
る
な
り
(
『
菅
書
』
巻
二
四
職
官
士
山
)
。

『
東
親
漢
記
』
に
日
く
、
部
鴎
字
昭
明
。
延
卒
元
年
拝
し
て
車
騎
将
軍
儀
同
三
司
と
信
用
る
。
儀
同
三
司
鴎
よ
り
始
ま
る
な
り
。

部
鴎
車
騎
将
軍
と
漏
り
、

儀
三
司
と
同
じ
く
す
。
儀
同
の
名
、

此
れ
よ
り
始
ま
る
な
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『
湾
職
儀
』
に
日
く
、
開
府
儀
同
三
司
、
秦
漢
聞
こ
ゆ
る
無
し
。
始
め
て
建
初
三
年
馬
防
車
騎
将
軍
儀
同
三
司
事
と
帰
る
。

抽
別
賞
植
を
以
て
車
騎
開
府
と
篤
す
。
此
の
後
甚
だ
衆
し
。
将
軍
開
府
す
れ
ば
大
司
馬
の
朱
服
に
依
り
、
光
藤
大
夫
開
府
す
れ
ば
司
徒
の
皐
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服
に
依
る
(
三
者
と
も
『
萎
文
類
褒
』
巻
四
七
儀
同
〉
。

と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
読
よ
り
見
れ
ば
、
儀
同
三
司
が
初
め
て
興
え
ら
れ
た
の
は
馬
防
か
郵
鴎
か
で
設
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
開
府
儀
同
三
司
が

初
め
て
興
え
ら
れ
た
の
は
貌
の
黄
権
と
す
る
説
は
共
通
し
て
い
る
様
で
あ
る
。
特
に
『
E

日
書
』
職
官
志
は
、
開
府
儀
同
三
苛
と
儀
同
三
司
を
別

の
も
の
と
し
て
解
緯
し
て
い
る
様
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
「
開
府
」
|
|
正
し
く
言
え
ば
「
開
府
野
召
」
|
|
は
既
に
後
漢
献
一
帝
一
期
に
劉
表
に

(
お
)

興
え
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
劉
表
が
最
初
の
開
府
儀
同
三
司
か
と
い
う
と
、
屡
氏
が
既
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
様
に
、
儀
同
三
司
と
記
さ
れ
た

(

弘

)

だ
け
で
あ
っ
て
も
賀
際
に
は
開
府
儀
同
三
司
と
同
義
な
の
で
、
結
局
、
馬
防
が
先
か
郵
隣
が
先
か
と
い
う
問
題
に
た
ど
り
着
く
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
賓
の
と
こ
ろ
こ
の
二
人
は
最
初
の
開
府
儀
同
三
司
で
は
な
い
。
後
述
す
る
様
に
、
馬
防
に
興
え
ら
れ
た
の
は
開
府
儀
同
三
司
で
は
な

ま
た
郵
隣
よ
り
以
前
に
開
府
儀
同
三
司
を
興
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
例
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
最
初
の

く
班
同
三
司
で
あ
り
、

開
府
儀
同
三
司
は
一
盟
誰
で

い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、

ま
た
特
進
と
ど
の
様
な
関
係
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
明
ら

- 14ー

か
に
す
る
た
め
に
は
、
開
府
儀
同
三
司
を
加
え
ら
れ
た
将
軍
競
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

先
に
摩
げ
た
開
府
儀
同
三
司
に
閲
す
る
諸
説
中
に
見
え
る
賂
軍
は
全
て
車
騎
将
軍
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
第
三
節
で
引
い
た
『
績
漢
書
』
百
官

志
の
「
唯
だ
功
徳
を
以
て
位
特
進
を
賜
う
者
、
車
騎
将
軍
に
次
ぐ
」
と
い
う
記
事
の
劉
昭
注
補
に

胡
庚
『
漢
制
度
』
に
日
く
、
功
徳
優
盛
に
し
て
、
朝
廷
の
敬
具
す
る
所
の
者
、
特
進
を
賜
い
、
三
公
の
下
に
在
り
、
車
騎
の
下
に
は
在
ら

ず。

百
官
志
の
設
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
胡
慶
は
後
漢
の
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
設
に
は
何
ら
か
の
根
援
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
胡
庚
は
、

特
進
は
「
車
騎
の
下
に
は
在
ら
ず
」
と
言
い
、
ま
た
開
府
儀
同
三
司
の
起
源
の
中
に
車
騎
将
軍
の
名
が
現
れ
る
の
か
。

(

お

)

後
漢
の
天
下
統
一
後
、
左
右
将
軍
と
雑
競
将
軍
は
麿
止
さ
れ
て
特
進
と
奉
朝
請
の
列
侯
と
に
分
別
さ
れ
た
が
、
後
漢
を
通
じ
て
ほ
ぼ
常
設
に

(

お

)

近
か
っ
た
将
軍
が
三
つ
あ
り
、
そ
れ
は
大
将
軍
、
車
騎
将
軍
、
度
遼
将
軍
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
度
遼
将
軍
は
井
州
五
原
郡
に
常
駐
し
て
い
た

か
ら
、
洛
陽
に
留
ま
り
得
た
の
は
大
持
軍
と
車
騎
将
軍
で
あ
っ
た
。
前
漢
で
は
南
者
と
も
金
印
紫
綬
を
興
え
ら
れ
た
「
公
」
で
あ

っ
た
が
、
後

と
あ
っ
て
、



漢
の
天
下
統
一
後
、
最
初
に
車
騎
将
軍
と
な
っ
た
馬
防
に
闘
す
る
記
事
に
よ
れ
ば

『
漢
官
儀
』
に
日
く
、
馬
防
車
騎
将
軍
と
篤
り
、
銀
印
青
綬
、
卿
の
上
に
在
り
、
席
を
絶
つ
(
『
績
漢
書
」
輿
服
志
下
第
三

0
・
紫
綬
傑
)
。

と
銀
印
圭
円
綬
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
銀
印
青
綬
な
ら
ば
嘗
然
「
卿
」
の
朝
位
に
就
く
べ
き
所
を
、

「
在
卿
上
、
絶
席
」
と
あ
っ
て
、
身
分

と
朝
位
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
後
漢
書
』
馬
防
俸
第
一
四
が

詔
し
て
防
を
徴
し
て
還
し
、
車
騎
将
軍
に
奔
し
、
城
門
校
尉
な
る
こ
と
故
の
如
し
。
防
貴
寵
な
る
こ
と
最
も
盛
ん
に
し
て
、
九
卿
と
席
を

絶
つ
。

と
記
す
通
り
、
馬
防
が
「
貴
寵
」
|
|
具
瞳
的
に
は
外
戚
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

「
貴
寵
」
で
な
け
れ
ば
銀
印
青
綬
と
し
て

「
卿
」
の
朝
位
に
就
い
て
い
た
筈
で
あ
る
。
ま
た
「
紹
席
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
朝
位
は
『
宋
室
E
巻
三
九
百
官
志
上
が

漢
-
章
一
帝
建
初
三
年
、
始
め
て
車
騎
持
軍
馬
防
を
し
て
班
三
司
に
同
じ
か
ら
し
む
。
班
同
三
司
此
れ
よ
り
始
ま
る
な
り
。

R
d
 

と
述
べ
る
逼
り
、
一
一
一
司
|
|
「
公
」
の
朝
位
で
あ
っ
た
が
、
後
漢
の
車
騎
将
軍
が
「
公
」
の
朝
位
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
班
同
三
司
が
興

え
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
後
漢
の
車
騎
将
軍
は
身
分
、
朝
位
と
も
に
銀
印
青
綾
の
「
卿
」
へ
と
格
下
げ
に
な
っ
た
の
で
あ

っ
た
。
た
だ
、
罵
防
は
「
公
」
の
朝
位
を
得
た
と
は
い
え
、
銀
印
青
綬
の
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
掲
『
績
漢
書
』
輿
服
志
に
見
え
る
遁
り
で

『
宋
書
』
百
官
志
が
儀
同
三
司
で
は
な
く
敢
え
て
班
同
三
司
と
し
て
い
る
の
も
、
銀
印
青
綬
の
ま
ま
班
|
|
l
朝
位
の
み
が
、
三
司
と
同

あ
り
、

じ
に
な
っ
た
と
い
う
黙
を
強
調
し
て
い
る
と
解
揮
し
た
い
。
ま
た
、
将
軍
で
あ
る
か
ら
武
官
側
に
位
置
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
加
わ
る
劃
象
が

車
騎
将
軍
、
列
侯
と
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
「
公
」
の
武
官
側
の
朝
位
の
み
を
興
え
た
と
い
う
意
味
で
、
班
同
三
司
は
特
進
と
全
く
同
じ
も
の

な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
以
後
、
班
同
三
司
に
は
靭
位
以
外
の
諸
権
限
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
進
と
の
明
確
な
差
別
化
が

な
さ
れ
る
。
馬
防
の
次
に
車
騎
将
軍
と
な
っ
た
賓
憲
は

乃
ち
憲
を
車
騎
将
軍
に
奔
し
、
金
印
紫
綬
、
官
屡
司
空
に
依
る
(
『
後
漢
書
』
賓
憲
俸
第
二
ニ
)
。
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と
、
こ
こ
で
始
め
て
金
印
紫
綬
と
「
公
」
と
同
じ
官
属
を
輿
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
先
に
奉
げ
た
『
績
漢
書
』
輿
服
志
下
第
三

0
・
紫
綬
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篠
注
の
績
き
に

と
あ
る
援
に
、
班
同
三
司
と
同
じ
く
「
公
」
の
朝
位
を
得
、

和
一
帝
賓
憲
を
以
て
車
騎
将
軍
と
魚
し
、
始
め
て
金
紫
を
加
え
司
空
に
衣
が
し
む
。(

向

山

)

ま
た
擦
を
野
召
し
て
お
り
、
こ
れ
が
最
初
の
開
府
儀
同
三
司
と
考
え
ら
れ
る
。
聞

ち
、
開
府
儀
同
三
司
は
銀
印
青
綬
の
「
卿
」

へ
と
格
下
げ
に
な
っ
た
車
騎
将
軍
に
「
公
」
の
朝
位
及
び
権
限
|
|
官
属
、
貯
召
様
、
金
印
紫
綬

を
輿
え
る
所
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
後
、
安
一
帝
期
の
閤
顕
に
至
る
ま
で
の
車
騎
将
軍
の
殆
ど
が
紐
坐
、
も
し
く
は
儀
同
三
司
を
輿
え

(
お
〉

ら
れ
て
い
る
。

こ
の
様
に
後
漢
初
期
の
寧
騎
将
軍
が
儀
同
三
司
を
必
要
と
し
積
け
て
い
た
事
か
ら
考
え
れ
ば
、
先
に
奉
げ
た
胡
庚
の
読
は
理
解
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
後
漢
の
車
騎
賂
軍
は
銀
印
章
円
綬
の
「
卿
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
儀
同
三
司
が
興
え
ら
れ
な
い
限
り

「公
」
の
朝
位
を
有
す
る
特
進
の
上

位
に
は
就
き
得
な
い
と
言
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
文
散
官
と
し
て
完
成
す
る
開
府
儀
同
三
司
、
特
準
と
い
う
序
列
は
、
車
騎
将
軍
+

開
府
儀
同
三
司
、
列
侯
+
特
進
と
い
う
武
官
側
の
朝
位
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

-16 -

(

ぬ

)

閤
額
以
降
の
車
騎
将
軍
に
儀
同
三
司
が
興
え
ら
れ
た
例
は
見
ら
れ
な
い
が
、
嫁
属
を
辞
召
し
た
例
が
見
ら
れ
る
の
で
、
後
漢
中
期
頃
に
儀
同

三
司
を
吸
牧
し
て
前
漢
と
同
じ
朕
態
に
戻
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
車
騎
賂
軍
が
朝
位
、
擢
限
と
も
に
「
公
」
に
復
す
る
と
、
儀
同
三
司
が
興
え

(

川

相

)

か
つ
常
官
化
し
た
雑
競
将
軍
に
績
大
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
将
軍
の
常
官
化
と
増
加
に
よ
っ

ら
れ
る
封
象
は
、
後
漢
末
に
増
加
し
、

て
、
漢
代
の
「
公
」
「
卿
」
「
大
夫
」
「
士
」
と
い
う
身
分
は
大
き
く
揺
ら
ぎ
、

そ
の
結
果
、

特
準
の
位
置
も
大
き
く
饗
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
章

貌

音

第

節

櫨

制

の

轄

換

(
H
U
〉

漢
貌
革
命
に
よ
っ
て
漢
貌
の
朝
廷
が
入
れ
替
わ
っ
た
際
、
漢
の
列
侯
は
閥
内
侯
よ
り
下
の
開
中
侯
へ
と
降
格
さ
れ
朝
位
を
失
っ
た
が
、

そ
れ



(

必

)

に
と
っ
て
か
わ
っ
た
の
は
、
主
に
貌
の
列
侯
で
は
な
く
増
加
し
常
官
化
し
た
将
軍
で
あ
っ
た
。
奉
朝
請
と
い
う
タ
1
ム
で
は
な
い
が
『
三
園

士
山
』
巻
四

O
劉
封
停
装
注
所
引
『
貌
略
』
に

(
孟
〉
達
死
し
て
後
、

(
丁
〉
儀
宛
に
詣
り
て
司
馬
宣
王
に
見
え
、
宣
王
勘
め
て
来
朝
せ
し
む
。
儀
京
師
に
至
る
に
、
詔
し
て
轄
じ
て
儀

(

M

M

)

 

と
あ
り
、
こ
の
「
躍
請
」
を
超
一
清
氏
は
奉
朝
請
と
同
義
と
す
る
。
後
漢
の
天
下
統
一
後
、
将
軍
が
慶
止
さ
れ
て
特
進
と
奉
朝
請
の
列
侯
に
分

を
棲
船
将
軍
に
奔
し
、
韓
請
の
中
に
在
ら
し
む
。

別
さ
れ
た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
三
園
鼎
立
の
状
態
で
は
将
軍
↓
列
侯
と
い
う
置
換
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
貌
で
は
(
列

侯
で
あ
る
こ
と
が
篠
件
だ
が
〉
将
軍
に
も
特
進
が
輿
え
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
。

(

必

)

て
い
る
の
は
、
将
軍
の
増
加
、
常
官
化
に
よ
る
債
値
下
落
が
原
因
で
あ
ろ
う
。
事
賞
、
腰
騎
将
軍
等
金
印
紫
綬
の
将
軍
|
|
金
紫
持
軍
の
身
分

に
つ
い
て
見
る
と
、
貌
の
委
賛
儀
躍
に
闘
す
る
記
事
に

説
明
一
帝
青
龍
二
年
、
詔
し
て
司
空
に
下
す
ら
く

「征
南
賂
軍
見
に
金
紫
督
使
、
位
高
く
任
重
し
。
近
者
の
正
朝
、
乃
ち
卿
校
と
同
じ
く
莱

を
執
る
は
、
非
な
り
。
自
今
以
後
、
特
進
に
従
い
、
躍
に
壁
を
奉
ず
べ
き
こ
と
故
事
の
如
く
せ
よ
」
と
(
『
遁
奥
』
巻
七
五
雄
三
五
天
子
上
公

及
諸
卿
校
大
夫
士
等
賛
〉
。

h-r
】、

や
J

中
J

車
騎
将
軍
よ
り
格
上
の
騒
騎
賂
軍
に
も
特
進
が
興
え
ら
れ
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と
あ
っ
て
、
金
紫
将
軍
は
蒸
を
費
と
す
る
「
卿
」
と
な
っ
て
お
り
、

ま
た
、
そ
れ
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
後
漢
の
車
騎
将
軍
が
印

絞
ま
で
銀
印
青
綬
へ
と
格
下
げ
に
な
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
金
印
紫
綬
の
ま
ま
「
卿
」
と
な
っ
て
い
て
、
漢
代
の
金
印
紫
綬
H

「
公
」
と
い
う

(

日

目

)

一
方
、
特
準
は
漢
代
と
同
じ
く
壁
を
執
っ
て
い
る
。
壁
を
執
り
得
る
の
は
「
公
」
か
「
侯
」
で
、
特
進
は
列
侯
と
し
て

園
式
は
崩
れ
て
い
る
。

壁
を
執
る
罪
だ
が
、
列
侯
の
朝
位
は
「
公
」
か
「
卿
」
以
下
の
何
れ
か
に
分
か
れ
る
の
は
前
章
一
で
論
じ
た
。
明
一
帝
の
意
圃
は
金
紫
格
軍
の
身
分

を

「
卿
」
か
ら
「
公
」
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
あ
り
、

「
公
」
の
朝
位
を
有
す
る
か
ら
こ
そ
特
進
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
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詔
に
封
し
て
、
博
士
の
高
堂
隆
は
、
金
紫
将
軍
以
外
の
諸
官
の
身
分
、
及
び
そ
の
剣
断
基
準
を
こ
う
論
ず
る
。

博
士
高
堂
隆
議
し
て
日
く
、
「
周
櫨
を
按
ず
る
に
『
公
は
桓
珪
を
執
る
』
公
は
上
公
九
命
の
、
映
を
分
か
ち
て
理
む
、
及
び
二
王
の
後
を
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謂
う
な
り
。
今
の
大
司
馬
公
、
大
将
軍
、
寅
に
東
西
を
分
征
す
れ
ば
、
上
公
と
謂
う
ベ
し
。
山
陽
公
、
衛
園
公
は
、
則
ち
二
王
の
後
な
り

:
:
:
周
曜
を
按
ず
る
に
、

王
の
官
唯
だ
公
の
み
壁
を
執
る
。
漢
代
の
大
将
軍
、
騒
騎
、
車
騎
、
衛
将
軍
、
府
を
聞
き
嫁
層
を
辞
召
し
て
、

卿
は
主
一
』
孤
は
天
子
七
命
の
孤
、

『
孤
は
皮
島
、

及
び
大
圏
四
命
の
孤
を
謂

公
と
儀
を
同
じ
く
す
れ
ば
、
則
ち
壁
を
執
る
は
可
な
り
。

ぃ
、
公
に
副
た
り
て
王
と
道
を
論
じ
、
六
卿
よ
り
傘
し
、
其
の
費
を
執
る
に
、
虎
皮
を
以
て
東
南
を
表
す
。
今
の
九
卿
の
列
、
太
常
、
光

総
動
、
街
尉
、
六
卿
よ
り
隼
く
、
其
の
賛
を
執
る
こ
と
孤
の
如
き
な
り
。
其
の
朝
正
、
皮
吊
を
執
る
は
可
な
り
。
三
府
の
長
史
、
亦
た
公

の
副
に
し
て
、
孤
に
似
る
こ
と
有
り
と
離
も
、
買
は
卿
よ
り
卑
し
け
れ
ば
、
中
大
夫
の
櫨
可
な
り
。
公
の
孤
、
天
子
に
湖
特
し
、
及
び
其

の
君
に
見
ゆ
る
に
、
其
の
賀
は
豹
皮
を
以
て
束
吊
を
表
す
。
今
未
だ
其
の
官
有
ら
ず
、
意
は
山
陽
公
の
上
卿
を
謂
い
、
以
て
こ
れ
に
嘗
つ

ベ
し
。
卿
は
六
官
六
命
の
卿
、
及
び
諸
侯
の
三
命
再
命
の
卿
を
謂
う
な
り
。
今
の
六
卿
及
び
、
氷
書
、
永
安
、
長
秋
、
城
門
五
校
皆
莱
を
執

る
は
可
な
り
。
諸
侯
の
卿
、
自
ら
其
の
君
に
お
い
て
も
亦
た
こ
れ
の
如
し
、
天
子
の
卿
大
夫
莱
雁
を
飾
る
に
績
を
以
て
す
。
諸
侯
の
卿
大

夫
羊
一
一
雁
を
飾
る
に
布
を
以
て
す
。
州
牧
郡
守
功
徳
を
以
て
鉱
労
を
賜
い
、
秩
中
二
千
石
に
比
す
者
、
其
の
入
り
て
朝
観
す
る
に
、
宜
し
く
卿

に
依
り
て
莱
を
執
る
べ
し
。
金
紫
将
軍
秩
中
二
千
石
、
卿
と
同
じ
。
『
大
夫
は
雁
を
執
る
』
と
は
天
子
の
中
下
大
夫
の
四
命
、
及
び
諸
侯

の
再
命
一
命
の
大
夫
を
謂
う
な
り
、
其
の
位
卿
よ
り
卑
し
。
今
の
一
一
一
府
の
長
史
及
び
五
命
、
二
千
石
の
著
わ
る
者
な
り
。
博
士
儒
官
、
歴

代
躍
服
大
夫
に
従
わ
ば
、
前
の
如
く
雁
を
執
る
は
可
な
り
。
州
牧
郡
守
未
だ
第
を
賜
わ
ざ
る
者
、
宜
し
く
大
夫
に
依
り
て
雁
を
執
り
、
皆
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飾
る
に
績
を
以
て
す
。
諸
燃
の
秩
千
石
、
六
百
石
の
令
、
古
の
大
夫
な
り
、
若
し
或
い
は
舎
観
す
れ
ば
、
宜
し
く
雁
を
執
り
、
飾
る
に
布

『
士
は
維
を
執
る
』

と
は
天
子
の
三
命
の
士
、
及
び
諸
侯
の
一
命
再
命
の
土
を
謂
う
な
り
、
府
史
以
下
、
比
長
庶
人
の

諸
豚
の
四
百
石
、

を
以
て
す
べ

し
。

官
に
在
る
に
至
る
ま
で
、
亦
た
こ
れ
を
士
と
謂
う
。

三
百
石
の
長
、

土
瞳
に
従
い
て
婚
を
執
る
は
可
な
り
」
と
(
同

上)。

こ
こ
で
高
堂
隆
が
身
分
分
け
に
用
い
た
典
擦
は
、
彼
が
言
う
通
り
『
周
躍
』
で
、
春
官
の
大
宗
伯
と
典
命
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
省
略
し
た
が
、

諸
侯
王
に
あ
た
る
「
侯
」

「伯」
、

公
主
に
あ
た
る

「子」

「
男
」
を
除
く
と
、

漢
代
の
「
公
」

---， 
g~p 
L 

「
大
夫
」

「
士
」
と
い
う
身
分
に
抑



3・
え、

「
卿
」
の
上
に
新
た
に
「
孤
」
が
見
え
る
。
こ
れ
は
『
周
嘩
』
に
見
え
る
六
卿
設
と
九
卿
読
を
同
時
に
満
足
さ
せ
る
べ
く
、
孤
の
敷
を
三

(

必

)

と
定
め
て
九
卿
を
三
孤
と
六
卿
と
し
て
解
揮
し
た
も
の
で
、
高
堂
隆
は
こ
れ
を
貌
の
九
卿
の
官
に
あ
て
は
め
て
太
常
、
光
旅
動
、
衛
尉
を

「
一ニ

孤
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
身
分
分
け
の
基
準
は
、
貌
か
ら
導
入
さ
れ
た
官
品
で
は
な
く
、
漢
代
と
同
じ
く
官
秩
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
金

紫
牌
府
軍
は
中
二
千
石
と
い
う
官
秩
に
よ
っ
て
「
卿
」
と
剣
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
公
」
の
定
義
は
何
か
と
い
う
と
、

「開
府
辞
召
嫁
属
」
、

(

U

)

 

即
ち
開
府
儀
同
三
司
を
興
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
再
び
持
軍
か
ら
開
府
の
擢
限
が
奪
わ
れ
た
こ
と
を
一意
味
す
る
。
州
牧
郡
守
が

「勢
」
の
有

無
に
よ
っ
て
「
卿
」
と
「
大
夫
」
に
襲
化
し
得
る
暖
昧
な
部
分
も
あ
る
が
、
秩
千
石
と
考
え
ら
れ
る
三
府
の
長
史
等
か
ら
剣
断
し
て
、
千
石
が

「卿
」
と
「
大
夫
」
を
分
け
る
基
準
と
し
て
よ
い
。
『
周
瞳
』
を
典
擦
と
し
て
は
い
る
が
、
ほ
ぽ
漢
代
式
を
踏
襲
し
て
い
る
。

高
堂
隆
の
設
で
は
、
金
紫
将
軍
は
理
念
上
、
官
秩
に
よ
る
身
分
に
う
ま
く
組
み
込
ま
れ
て
い
た
か
に
見
え
る
が
、
嘉
卒
六
年
の
朝
位
を
示
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
斉
王
芳
の
鹿
位
を
請
う
上
奏
文
の
蓮
署
に

是
に
お
い
て
乃
ち
群
臣
と
共
に
奏
を
永
寧
宮
に
篤
し
て
臼
く
「
守
向
書
令
太
尉
長
祉
侯
臣
字
、
大
将
軍
武
陽
侯
臣
師
、
司
徒
酋
歳
亭
侯
臣

柔
、
司
空
文
陽
亭
侯
臣
沖
、
行
征
西
安
東
将
軍
新
城
侯
臣
昭
、
光
旅
大
夫
関
内
侯
匡
邑
、
太
常
臣
長
、
衛
尉
昌
邑
侯
臣
偉
、
太
僕
臣
媛
、

廷
尉
定
陵
侯
臣
繁
(
統
)
、
犬
鴻
臨
臣
芝
、
大
司
農
臣
群
、
少
府
臣
褒
(
表
)
、
永
寧
衛
尉
臣
頑
(禎〉
、
永
寧
太
僕
臣
閤
(
閣
〉
、
大
長
秋
臣

模
、
司
隷
校
尉
頴
昌
侯
臣
曾
、
河
南
青
ノ
蘭
陵
侯
臣
粛
、
城
門
校
尉
臣
慮
、
中
護
軍
永
安
亭
侯
臣
望
、
武
衛
賂
軍
安
蕎
亭
侯
臣
演
、
中
堅
持
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軍
卒
原
侯
臣
徳
、
中
墨
将
軍
昌
武
亭
侯
臣
階
、
屯
騎
校
尉
闘
内
侯
臣
阪
、
歩
兵
校
尉
臨
音
侯
臣
建
、
射
撃
校
尉
安
陽
郷
侯
臣
温
、
越
騎
校

尉
碓
陽
侯
臣
初
、
長
水
校
尉
閥
内
侯
臣
超
、
侍
中
臣
小
問
、
臣
顔
、
臣
鄭
、
博
卒
侯
臣
表
、
侍
中
中
書
監
安
陽
亭
侯
臣
誕
、
散
騎
常
侍
臣

壊
、
臣
儀
、
関
内
侯
臣
芝
、
向
書
僕
射
光
旅
大
夫
高
梁
亭
侯
臣
航
、
向
書
関
内
侯
巨
額
、
臣
最
、
長
合
郷
侯
臣
亮
、
巨
費
、
臣
察
、
中
書

(
組
問
〉

令
臣
康
、
御
史
中
丞
臣
鈴
、
(
太
皐
〉
博
士
臣
範
、
臣
峻
等
稽
首
し
て
言
わ
く
:
:
:
」
(
『
三
園
志
』
巻
四
少
脅
紀
、
斉
王
芳
斐
注
所
引
『
貌
書
』
〉
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と
あ
っ
て
、
高
堂
隆
が

「
弧
」
と
し
た
太
常
の
上
に
行
征
西
安
東
将
軍
新
城
侯
臣
昭
が
あ
る
(
も
う

一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
光
藤
勅
の
嵐
官
で
あ
っ

た
光
線
大
夫
も
太
常
以
下
の
諸
卿
の
上
位
と
な
っ
た
黙
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
る
)
。

こ
の
臣
昭
は
司
馬
昭
で
、
彼
の
本
官
安
東
将
軍
は
開



626 

(
川
叩
〉

府
儀
同
三
司
も
特
進
も
興
え
ら
れ
て
い
な
い
車
な
る
金
紫
格
軍
H

「
卿
」
で
あ
っ

た
。
こ
の
様
に
、
高
堂
隆
の
身
分
分
け
は
現
質
の
朝
位
に
何

ら
影
響
を
及
ぼ
し
て
は
い
な
か
っ

た
し、

漠
代
以
来
の
官
秩
に
よ
る
身
分
分
け
で
は
、
将
軍
の
増
加
に
伴
う
金
紫
将
軍
の
身
分
低
下
に
封
躍
す

る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、

「孤
」
と
金
紫
賂
軍
は
、
貌
音
革
命
直
前
の
威
照
元
年
に
律
令
、
官
制
、
捜
制
の
改
革
が
行
わ
れ
た
際
、
身
分
分
け
の
基
準
を

麹
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
が
は
か
ら
れ
る
。

『
喪
服
要
記
』
の
撰
者
賀
循
は
、
耳
目
に
お
け
る
身
分
、
及
び
そ
の
剣
断
基
準
を
こ
う
述
べ
る
。

音
質
循
云
わ
く

「
古
者
の
六
卿
、
天
子
の
上
大
夫
な
り
。
今
の
九
卿
、
光
旅
大
夫
、
諸
秩
中
二
千
石
な
る
者
こ
れ
に
嘗
つ
。
古
の
大
夫

六
卿
に

E
ぐ
、
今
の
五
管
校
尉
、

郡
守
、

諸
秩
二
千
石
な
る
者
こ
れ
に
嘗
つ
。

上
士
大
夫
に

E
ぐ、

今
の
向
書
丞
郎
、
御
史
及
び
秩
千

石
、
鯨
令
官
六
品
に
在
る
者
こ
れ
に
嘗
つ
。
古
の
中
土
上
士
に

E
ぐ
、
今
の
東
宮
洗
馬
、
合
人
、
六
百
石
、
鯨
令
官
七
品
に
在
る
者
こ
れ

に
嘗
つ
。
古
の
下
土
中
土
に

E
ぐ
、
今
の
諸
豚
長
丞
尉
官
入
品
九
ロ
聞
に
在
る
者
こ
れ
に

首

つ」

と

(
『通
血
ハ』

巻
四
八
殻
八
諮
侯
大
夫
土
宗
廟
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爽
注
)
。

賀
循
は
東
菅
成
立
初
年
に
湿
し
て
い
る
か
ら
、

」
の
身
分
分
け
は
西
菅
期
の
も
の
で

あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
官
秩
と
官
品
が
併
記
さ
れ
て
い
る

(
印
〉

「
中
土
」
の
東
宮
洗
馬
、
舎
人
も
豚
令
官
七
口
問
と
同
じ
く
七
日
間
で
、
明

五
倍
校
尉
が
四
品
、

郡
守
が
五
品
で
あ
る
か
ら
、

ヵ:

「
上
士
」
の
向
書
丞
郎
、
御
史
は
鯨
令
官
六
口
問
と
同
じ
く
六
品
、

ら
か
に
官
品
に
よ
る
身
分
分
け
で
あ
る
。
残
り
の
官
品
は
、

「
大
夫
」
リ
四

・
五口問、

九
g~IJ 

光
職
大
夫
が
三
品
、

「
六
卿
」

H
三
品
、

「上
士
」

H
六
品
、

「中
土
」

H
七
品
、

「
下
士
」

H
入

・
九
品
と
な
る
。

(

日

)

へ
と
格
下
げ
と
な
っ
た
。
三
品
に
相
賞
す
る

こ
の
移
行
に
伴

ぃ
、
以
前

「卿
」
で
あ
っ
た
二
千
石

「
大
夫
」
で
あ
っ
た
千
石
が
そ
れ
ぞ
れ

「大
夫
」

「土」

「
六
卿
」
よ
り
上
位
の

一口問、

二
口
聞
の
身
分
に
つ
い
て
、

」
こ
で
は
燭
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

先
に
見
た
通
り
「
六
卿
」
の
上
に
は
「

「六
卿
」
と
言
う
以
上
、
賀
循
が
「
三
孤
」
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

(

臼

〉

循
個
人
が
提
唱
し
た
も
の
で
は
な
く
、
躍
制
改
革
の
措
賞
者
の
萄
顕
が
正
式
に
採
用
し
た
身
分
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
先
の
賀
循
の
設
で
は
九
卿

孤
」
と
「
三
公
」
が
あ
り

ま
た
、

E

日
の
「
孤
」
は
賀

の
官
を
「
六
卿
」
と
し
て
お
り
、
高
堂
隆
が
九
卿
の
官
を

コ
ニ
孤
」
と

「
六
卿
」
に
分
け
た
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
何
が
「
孤
」



(

臼

〉

と
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
金
紫
将
軍
で
あ
り
、
特
進
で
あ
っ
た
。

『
北
堂
書
紗
』
巻
五
二
所
引
の
『
停
威
集
』
に

公
は
品
第
一
、
珪
を
執
り
、
侍
臣
の
上
に
坐
す
。
特
進
は
品
第
二
、
皮
吊
を
執
り
、
侍
臣
の
下
に
坐
す
。

と
あ
っ
て
、
特
進
は
皮
吊
を
費
と
す
る
こ
ロ
聞
の
「
孤
」
と
さ
れ
て
い
る
。
停
威
は
恵
一
帝
一
元
康
四
年
に
渡
し
、

と
し
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
は
西
耳
目
初
期
の
記
事
と
考
え
て
よ
い
。
漢
貌
を
通
じ
て
、

ま
た
、
親
の
特
準
は
「
壁
」
を
費

「
侯
」
の
身
分
で
「
公
」
の
朝
位
に
つ
い
て
い
た
特
準
が

な
ぜ
「
孤
」
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
節

特
進
と
光
融
大
夫

繰
り
返
し
述
べ
た
通
り
、
漢
貌
に
お
い
て
特
進
を
興
え
ら
れ
る
篠
件
は
列
侯
簡
を
有
す
る
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
理
制
改
革
と
同
時
に
、

(
町
内
)

列
侯
の
上
級
爵
と
し
て
五
等
餌
が
設
置
さ
れ
、
貌
の
列
侯
の
大
半
に
五
等
慢
が
輿
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
特
準
が
興
え
ら
れ
る
傑
件
が
列

侯
震
か
ら
五
等
簡
を
有
す
る
事
へ
と
移
行
し
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
音
代
に
特
進
を
興
え
ら
れ
た
者
を
簡
の
み
に
注
目
し
て
み
る

(

日

)

と
、
五
等
簡
の
み
な
ら
ず
そ
の
上
位
に
あ
る
諸
侯
王
や
、
列
侯
の
下
位
に
あ
る
関
内
侯
ま
で
非
常
に
幅
贋
い
。
つ
ま
り
、
五
等
俸
の
導
入
に
よ

(

回

)

っ
て
特
準
は
俸
と
の
関
連
、
及
び
列
侯
の
加
官
と
い
う
本
来
の
機
能
を
失
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、

従
来
武
官
側
に
位
置
し
て
い
た

ヵ:

『
呂
田
書
』
職
官
志
に

左
右
光
職
大
夫
、
金
章
紫
綬
を
偲
し
、
光
旅
大
夫
の
金
一
章
紫
綾
を
加
う
る
者
、
品
秩
第
二
、
職
賜
、
班
位
、
冠
憤
、
車
服
、
侃
玉
、
吏
卒

〈

訂

)

と
あ
っ
て
、
文
官
側
に
位
置
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
特
進
が
「
孤
」
と
さ
れ
た
の
は
、
同
じ
く
二
口
問
官
の
金
紫
賂
軍
と
「
孤
」
と
し
て
文
武
封

羽
林
及
卒
を
置
き
、
諸
賜
給
す
る
所
皆
な
特
進
と
同
じ
。

に
す
る
こ
と
を
意
固
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
音
に
お
け
る
身
分
は
、

〈

回

)

の
身
分
、
及
び
朝
位
と
の
訴
離
は
一
躍
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
品
、が
「
公
」
、

二
口
問
が
「
孤
」
と
な
り
、
金
紫
賂
軍

627 

た
だ
、
原
田
代
に
お
い
て
、
二
品
の
み
な
ら
ず
、

一
品
か
ら
三
品
の
賂
軍
と
寄
り
添
う
形
で
劃
に
な
っ
た
の
は
光
旅
大
夫
で
あ
っ
た
。
貌
の
光
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総
大
夫
が
太
常
以
下
の
諸
卿
よ
り
上
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
見
た
。
漢
代
、
比
二
千
石
で
あ
っ
た
光
旅
大
夫
は
、
貌
に
お
い
て
中
二
千
石
に

引
き
上
げ
ら
れ
、
三
品
官
と
な
っ
た
。
ま
た
、
漢
代
で
は
印
綬
が
な
か
っ
た
が
、
説
に
お
け
る
例
を
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
音
以
降
光
旅
大

(

臼

)

夫
に
は
銀
章
車
両
綬
が
侵
せ
ら
れ
る
様
に
な
り
、
ま
れ
に
銀
青
光
旅
大
夫
と
呼
ば
れ
る
(
以
下
三
品
の
光
線
大
夫
を
銀
育
光
藤
大
夫
と
呼
ぶ
)
。
さ
ら

(
印
)

に
、
将
軍
の
加
官
で
あ
っ
た
開
府
儀
同
三
司
が
興
え
ら
れ
る
様
に
な
り
、
金
印
紫
綬
が
興
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
説
で
は
光
旅
大
夫
開
府
儀
同

三
司
と
は
な
ら
ず
、
左
光
旅
大
夫
開
府
儀
同
三
司
、
右
光
旅
大
夫
開
府
儀
同
三
司
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。

耳
目
で
は
こ
れ
ら
三
種
の
光
旅
大
夫
に

加
え
、
二
口
問
官
と
し
て
、
左
光
職
大
夫
、
右
光
椋
大
夫
を
置
い
た
。
開
府
儀
同
三
司
の
場
合
と
遣

っ
て
三
公
待
遇
は
興
え
ら
れ
ず
、
属
僚
も
な

い
に
等
し
い
が
、
印
綬
は
金
一
章
紫
綬
で
あ
る
。
同
じ
く
二
品
官
と
し
て
金
紫
光
旅
大
夫
も
置
か
れ
た
。

こ
の
光
旅
大
夫
は
光
旅
大
夫
加
(
俣
)

金
章
紫
綬
と
も
呼
ば
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
金
紫
光
昧
大
夫
に
も
開
府
儀
同
三
司
が
興
え
ら
れ
た
か
ら
、
耳
目
代
、
光
旅
大
夫
は
、
左
、
右
、
金

紫
光
旅
大
夫
開
府
儀
同
三
司
(
一
品
、
金
章
紫
綬
)
、
左
、
右
、
金
紫
光
雄
大
夫
(
二
口
問
、
金
章
紫
綬
)
、
銀
青
光
椋
大
夫
(
三
品
、
銀
章
青
綬
)
の
計

一口問

一
一ロ問

ロ
ロロ
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七
種
と
な
り

左
・
右
・
金
紫
光
旅
大
夫
開
府
儀
同
三
司

左
・
右
・
金
紫
光
椋
大
夫

銀
車
両
光
職
大
夫

将
軍
開
府
儀
同
三
司

金
紫
持
軍

品
将
軍

と
い
う
形
で
将
軍
と
封
と
な
っ
た
。
こ
の
様
に
、
光
時
大
夫
に
よ
る
序
列
が
形
成
さ
れ
た
た
め
に
、
左
、
右
、
金
紫
光
椋
大
夫
と
朝
位
を
同
じ

く
す
る
特
進
は
浮
い
て
し
ま
う
の
だ
が
、
音
の
特
進
と
こ
れ
ら
光
旅
大
夫
と
の
関
連
は
賓
の
と
こ
ろ
よ
く
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
前
掲
『
停
威

集
』
の
績
き
に

醤
制
有
る
を
以
て
、
今
啓
す
ら
く
特
進
宜
し
く
壁
を
執
り
て
公
に
継
が
し
む
べ
し
、

と

と
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が

『
逼
典
』
巻
三
四
職
官
一
八
文
散
官
・
特
進
に

菅
恵
一
帝
元
康
中
令
を
定
め
、
特
進
位
諸
公
に
次
ぎ
、
開
府
標
騎
の
上
に
在
ら
し
む
。



と
、
特
進
は

「公
」
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
以
前
の
様
に

「公
」
の
靭
位
に
つ
い
た
と
す
れ
ば
、

二
品
の
左
、
右
、
金

紫
光
雄
大
夫
と
班
位
が
同
じ
と
い
う
先
程
の
設
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
。
果
た
し
て
特
進
が
二
品
の
「
孤
」
と
さ
れ
た
の
は
一
時
的
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
、
そ
れ
を
調
べ
る
に
は
志
だ
け
で
は
な
く
紀
俸
に
見
え
る
寅
例
を
検
討
す
れ
ば
良
い
の
だ
が
、
墨
田
書
』
の
性
格
上
、
紀
停
で
官
歴

が
異
な
る
こ
と
が
ま
ま
見
受
け
ら
れ
、
特
準
が
同
時
に
保
持
す
る
官
に
法
則
性
が
な
く
、
ま
た
、
東
菅
で
は
専
ら
追
贈
官
と
し
て
用
い
ら
れ
て

「公
」
に
つ
い
て
、

二
口
聞
の
文
官
と
な
っ
た
と
い
う
程
度
し
か
指
摘
で
き
な
い
。

ま
た
、
光
職
大
夫
と
の
関
連
は
南
朝
の
事
例
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
南
朝
に
目
を
轄
じ
よ
う
。

慢
の
影
響
か
ら
院
し
、

し
か
し
、

こ
こ
で
奉
げ
た

い
る
た
め
、
奮
の
特
準
は
、第

四
章

南

朝

先
に
見
た
通
り
、
特
準
が
「
公
」
と
さ
れ
た
の
は
耳
目
の
恵
一
帝
一
の
令
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
南
湾
書
』
百
官
志
、

(

但

〉

梁
官
制
の
記
述
に
も
引
き
離
が
れ
、
特
準
は
「
従
公
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
列
停
中
か
ら
は
「
公
」
や
「
従
公
」
と
し
て
の
用
例
は
見
嘗
た
ら

な
い
。
『
南
斉
書
』
巻
三
三
王
借
慶
俸
は
、
王
借
度
が
侍
中
、
左
光
旅
大
夫
、
開
府
儀
同
三
司
を
授
け
ら
れ
よ
う
と
し
た
時
の
こ
と
を

ま

さ

授
か
る
に
及
び
、
信
度
兄
の
子
俊
に
謂
い
て
日
く
、
「
汝
の
任
朝
に
重
く
、
行
嘗
に
八
命
の
躍
有
る
べ
し
。
我
れ
若
し
復
た
此
の
授
あ
ら

ば
、
則
ち
一
門
に
二
台
司
有
り
、
貫
に
畏
曜
す
ベ
し
」
と
。
乃
ち
回
世
附
し
て
奔
さ
ず
、
上
優
し
て
こ
れ
を
許
し
、
改
め
て
侍
中
、
特
進
、

『
情
書
』
百
官
志
の
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左
光
線
大
夫
を
授
く
。

と
記
す
。
彼
の
痘
ん
だ
台
司
||

「公」

l
i開
府
儀
同
三
司
の
か
わ
り
に
興
え
ら
れ
た
の
が
特
進
で
あ
っ
た
。
逆
に
台
司
令
}
望
ん
で
儀
同

(
開
府
儀
同
一一
一
司
〉
を
請
う
た
梁
の
沈
約
は
武
一
帝
一
に
許
さ
れ
ず
、
か
わ
り
に
特
進
を
輿
え
ら
れ
て
い
る
(
『
梁
書
』
巻
一
三
沈
約
停
〉
。

ば

「公
」
を
避
け
る
手
段
と
し
て
特
準
は
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
南
朝
の
特
準
が
「
公
」
や
「
従
公
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
端
的
に

(
臼
〉

示
し
て
い
る
。

言
い
換
え
れ

629 

し
か
し
西
耳
目
初
期
と
同
じ
朕
態
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
宋
、
湾
、
梁
に
特
準
と
な
っ
た
人
物
が
同
時
に
保
持
す
る
官
に
注
目
す
る
と
、
+
泊
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泰
、
朱
僑
之
、
猪
湛
之
の
三
人
に
追
贈
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
、
み
な
左
、

(
臼
)

を
参
照
)
。

つ
ま
り
、
特
準
は
左
、
右
、
金
紫
光
雄
大
夫
の
加
官
と
な
っ
て
い
た
と
想
定
し
得
る
の
で
あ
る
。
南
朝
の
光
旅
大
夫
は
唐
代
の
様
に

右

金
紫
の
三
光
稔
大
夫
の
い
ず
れ
か
を
有
し
て
い
る
(
附
表
2

職
事
官
と
裁
然
と
区
別
さ
れ
て
い
た
諜
で
は
な
く
、
ま
た
他
官
に
轄
出
し
て
い
く
場
合
が
多
い
の
だ
が
、
諸
光
線
大
夫
を
遜
轄
し
、
か
つ
特
進

と
な
っ
た
も
の
の
官
歴
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
進
と
諸
光
旅
大
夫
と
の
関
係
を
把
握
で
き
る
。
光
旅
大
夫
、
特
進
、
開
府
儀
同
三
司
に

t主

" 

〕
を
付
し
た
。

~

f巴

泰

(

臼

)

向
書
令
↓
〔
左
光
融
大
夫
・
特
進
〕

・
侍
中
↓
〔
左
光
旅
大
夫
・
開
府
儀
同
三
司
〕

・
侍
中

〔
金
紫
光
職
大
夫
〕

・
散
騎
常
侍

・
因
子
祭
酒
↓
〔
金
紫
光
雄
大
夫

・
特
進
〕

・
散
騎
常
侍
・
因
子
祭
酒
↓
〔
金
紫
光
旅
大

夫
・
特
準
〕

・
散
騎
常
侍
↓
〔
左
光
職
大
夫

・
特
進
〕

・
侍
中

・
因
子
祭
酒

・
江
夏
王
師

凶一・
オ立

王
敬
弘

顔
延
之

〔
銀
青
光
旅
大
夫
〕
↓
〔
金
紫
光
職
大
夫
〕
・
湘
東
王
師
↓
〔
金
紫
光
職
大
夫
〕
↓
(
追
贈
)
〔金
紫
光
職
大
夫

・
特
進
〕
・
散
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騎
常
侍

羊
玄
保

散
騎
常
侍

・
崇
憲
衛
尉
↓
〔
金
紫
光
雄
大
夫
〕
↓
〔
右
光
株
大
夫
〕
↓
〔
右
光
帳
大
夫

・
特
進
〕
・
散
騎
常
侍

王

E見

〔
金
紫
光
株
大
夫
〕

・
弘
訓
太
僕

・
散
騎
常
侍
↓
〔
金
紫
光
雄
大
夫
・
特
進
〕

・
弘
訓
太
僕
・
散
騎
常
侍
↓
〔
右
光
晶
体
大
夫

・

特
進
〕

・
弘
訓
太
僕

・
散
騎
常
侍

梁

王

扮

尚
書
左
僕
射

・
侍
中
・
勝
作
大
匠
↓
〔
右
光
雄
大
夫
〕
・
散
騎
常
侍
↓
〔
左
光
職
大
夫
・
特
準
〕

・
侍
中

そ
し
て
先
の
、
開
府
儀
同
三
司
を
桓
否
し
て
(
ま
た
担
否
さ
れ
て
〉
特
進
を
興
え
ら
れ
た
、
斉
の
王
借
度
、
梁
の
沈
約
の
例
を
加
え
う
る
。
二

人
は
左
光
時
大
夫
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
開
府
儀
同
三
司
、
特
進
と
い
う
序
列
と
、
左
、
右
、
金
紫
と
い
う
光
椋
大
夫
の
序
列
と

が
複
合
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
園
示
す
る
と

一
口
問

二

口

問

品
〈
官
口問
は
宋
口
問
)

左

・
右
・

金
紫
光
蔽
大
夫
+
開
府
儀
同
三
司

左

・
右
・
金
紫
光
緑
大
夫
+
特
進



左
・
右
・
金
紫
光
雄
大
夫

と
な
る
。
特
進
は
西
晋
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
光
旅
大
夫
の
序
列
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
品
制
か
ら
班
制
に
移
行
し
た
梁
で

は
左
右
光
旅
大
夫
と
金
紫
光
旅
大
夫
と
の
聞
に
差
が
生
じ
て
い
る
が
、
左
、
右
、
金
紫
を
問
わ
ず
開
府
儀
同
三
司
、
特
進
が
加
え
ら
れ
て
お

(

臼

)

り
、
こ
の
序
列
に
饗
化
は
な
い
。
な
お
、
陳
を
除
外
し
た
の
は
例
外
が
多
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
、
特
進
が
光
緑
大
夫
の
加
官
と
し
て
で
は
な
く

銀
主
円
光
椋
大
夫

車
濁
で
興
え
ら
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、

光
旅
大
夫
を
有
し
て
い
る
も
の
も
混
在
し
、

ま
た
、

〔
右
光
椋
大
夫
〕
・
安
右
絡
軍
・
州

大
中
正
↓
〔
左
光
旅
大
夫
〕
・
安
右
賂
軍
↓
〔
左
光
稔
大
夫
・
特
準
〕
・
安
右
将
軍
・
侍
中
と
遜
轄
し
た
王
逼
の
例
も
見
ら
れ
る
の
で
、
陳
に
も

こ
の
序
列
が
引
き
纏
が
れ
た
、
と
一
腰
考
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
で
は
、
西
菅
に
お
け
る
躍
制
の
輔
換
と
五
等
爵
の
導
入
に
よ
っ
て
爵
か
ら
切

り
離
さ
れ
た
特
進
が
、
な
ぜ
光
雄
大
夫
の
加
官
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
。

特
進
が
「
公
」

(
正
確
に
は
光
藤
大
夫
開
府
儀
同
三
司
〉
を
避
け
る
震
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
。
で
は
南
朝
の
「
公
」
は
忌
避
す
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べ
き
も
の
だ
っ
た
の
か
。
南
朝
に
限
ら
ず
貌
E

日
以
後
の
政
治
の
中
植
は
尚
書
等
に
移
り
、

「
公
」
に
質
権
は
殆
ど
な
い
。
宋
初
、
活
泰
が
司
徒

の
こ
と
を
「
外
戚
高
秩
次
第
の
至
る
所
な
る
の
み
(
『
宋
書』

巻
四
六
越
倫
之
停
〉
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
ー
ー
も
と
よ
り
こ
れ
は
茄
泰
の
戯
れ
言

だ
が
|
|
l
三
公
、
ひ
い
て
は
「
公
」
に
つ
い
て
よ
く
言
い
表
し
て
い
る
。
た
だ
、
政
治
中
橿
と
な

っ
た
向
書
も
、
向
書
令
を
筆
頭
に
職
務
を
放

棄
し
、
中
書
や
門
下
で
も
同
様
の
賦
態
と
な
っ
て
、
賓
権
は
中
書
舎
人
や
向
書
令
史
の
手
に
落
ち
、
最
終
的
に
は
顔
之
推
を
慨
嘆
せ
し
め
た
南

(

印

)

朝
貴
族
の
空
洞
化
を
も
た
ら
す
様
に
な
る
。
こ
れ
を
『
逼
典
』
巻
一
一
一
一
職
官
四
向
書
令
の
「
斉
梁
奮
左
僕
射
を
用
い
、
司
空
に
美
遜
す
」
と
い

う
記
事
と
照
合
す
る
な
ら
ば
、
向
書
令
以
下
の
諸
官
と
て
も
南
朝
で
は
、
最
終
的
に
「
公
」
へ
と
至
る
「
障
害
物
競
争
の
よ
う
に
、
た
だ
通
過

(
m
w
)
 

し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
」
ポ
ス
ト
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
皇
帝
や
側
近
の
寒
人
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
貴
族
を
街
書
等
か
ら
排
除
し
て
「
公
」
へ
と
押

(

伺

)

し
ゃ
る
こ
と
は
文
字
通
り
敬
遠
だ
が
、
貴
族
も
そ
れ
を
担
み
は
し
な
か
っ
た
し
、
家
格
が
劣
る
場
合
で
も
、
沈
約
の
様
に
自
ら
「
公
」
と
な
る

こ
と
を
求
め
た
も
の
が
い
た
の
で
あ
る
。

631 

し
か
し
王
借
度
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

一
門
に
台
司
は
一
人
で
充
分
で
あ
り
、
朝
隠
の
一
種
か
も
し
れ
な
い
が
、
偏
差
回
も
含
め
た
そ
の
他
の
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理
由
に
よ
っ
て
「
公
」
を
避
け
よ
う
と
す
る
人
物
は
多
か
っ
た
。
そ
の
様
な
「
公
」
を
避
け
た
人
物
の
受
け
皿
と
し
て
の
需
要
、
及
び
特
進
と

左
、
右
、
金
紫
光
緑
大
夫
の
班
位
が
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
と
が

特

進

を

光
旅
大
夫
の
序
列
の
中
に
組
み
込
み
、
か
つ
開
府
儀
同
三
司
、
特
進

と
い
う
序
列
を
生
む
要
因
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
開
府
儀
同
三
司
を
避
け
た
も
の
ば
か
り
に
特
進
が
興
え
ら
れ
た
誇
で
は
な
く
、
王

敬
弘
の
様
に
特
進
か
ら
開
府
儀
同
三
司

へ
と
進
む
も
の
も
い
た
。

以
上
、
陳
で
は
検
討
の
払
跡
地
が
残
る
も
の
の
、
漢
代
、
列
侯
の
加
官
で
あ
っ
た
特
進
は
、
南
朝
で
は
光
隊
大
夫
の
序
列
に
組
み
込
ま
れ
、
こ

れ
に
よ
っ
て
光
総
大
夫
は
計
十
種
と
な
り
四
つ
の
，フ
ロ
ッ
ク
を
形
成
す
る
様
に
な
っ
た
。
こ
の
四
つ
の

e

フ
ロ

ッ
ク
が
唐
の
文
散
官
の
、
あ
の
濁

特
の
上
位
序
列
の
起
源
だ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
序
列
は
北
親
孝
文
一
帝
の
官
制
改
革
の
際
に
北
朝
に
も
採
用
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
が
、

先
述
し
た
様
に
北
周
、
惰
で
は
、
開
府
儀
同
三
司
、
特
準
、
光
帳
大
夫
と
績
く
序
列
は
現
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
一

因
と
し
て
、
西
競

以
後
の
府
兵
制
の
進
展
に
よ
り、

開
府
儀
同
一
一
一
司
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
上
開
府
儀
同
三
司
や
上
儀
同
三
司
等
が
生
ま
れ
、
六
柱
園
を
頂
期
と
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す
る
指
揮
系
統
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
が
翠
げ
ら
れ
る
。
た
だ
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
ん
だ
の
は
あ
く
ま
で
将
軍
の
開
府
儀
同
三
司
で
あ
り
、

文
官
側
に
な
ぜ
こ
の
序
列
が
残
ら
な
か
っ
た
の
か
検
討
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
別
の
課
題
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
こ
の
序
列
の
持
つ

意
義
、
及
び
唐
制
へ
の
展
望
を
述
べ

て
結
び
に
代
え
た
い
。

結
び
に
代
え
て

従
来
の
散
官
研
究
で
は
、

唐
代
散
官
の
最
も
重
要
な
機
能
で
あ
る
階
官
と
し
て
の
機
能
が
い
つ
生
じ
た
か
と
レ
う
黙
に
関
心
が
あ
っ
た
た
め

に
、
整
理
・
瞳
系
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
致
仕

・
養
疾
の
官
と
し
て
の
性
格
が
強
い
南
朝
の
諸
大
夫
は
等
閑
視
さ
れ
、
光
職
大
夫
に
よ
る
序
列
形

成
に
つ
い
て
も
燭
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
先
述
し
た
通
り
、
南
朝
で
は
散
官
と
職
事
官
と
い
う
制
度
上
の
区
別
は
な
く
、
光
禄
大
夫
の

四
つ
の
やフ
ロ
ッ
ク
は
三
公
と
九
卿
の
聞
に
位
置
す
る
し
、
致
仕
・

養
疾
に
よ
っ
て
光
融
大
夫
に
任
ぜ
ら
れ
た
も
の

が
多
い
こ
と
も
否
定
し
な

ぃ。

し
か
し
、
致
仕
・
養
疾
の
官
と
し
て
の
性
格
も
唐
代
散
官
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。



こ
こ
で
一
旦
列
侯
侵
に
戻
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
漢
代
の
列
侯
は
朔
望
参
朝
す
る
事
が
で
き
、
そ
の
際
朝
位
の
基
準
と
な
っ
た
の
は
官
秩
に

(

的

〉

よ
る
身
分
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
大
庭
僑
氏
が
指
摘
さ
れ
る
様
に
官
制
秩
序
と
管
制
秩
序
の
接
黙
で
あ
る
。
同
じ
く
氏
が
指
摘
さ
れ
る
様
に
漢

代
を
通
じ
て
官
制
秩
序
が
俸
制
秩
序
を
凌
駕
し
た
結
果
、
後
漢
末
の
霊
帯
中
卒
四
年
に
は
関
内
侯
ま
で
も
が
買
俸
の
針
象
と
な
り
、
列
侯
は
二

十
等
霞
最
後
の
砦
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
耳
目
の
五
等
霞
導
入
に
よ
っ
て
列
侯
の
債
値
は
低
下
し
、

さ
ら
に
音
の
東
涯
に
よ
っ
て
爵
そ
の
も

の
が
寅
質
的
債
値
を
失
う
と
、

漢
代
の
列
侯
が
果
た
し
て
い
た
役
割
は
貌
音
南
朝
に
か
け
て

光
職
大
夫
と
将
軍
に
分
化
し
て
い
く
の
で
あ

る
列
侯
に
限
ら
ず
(
一
商
品
帆
製
法
後
の
〉
掴
肘
は
本
来
軍
功
に
射
す
る
褒
賞
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
漢
で
は
軍
功
に
よ
ら
ず
に
列
侯
と
な
る
場
合
が

あ
っ
た
。

王
子
侯
と
恩
津
侯
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
恩
津
侯
と
な
る
も
の
は
丞
相
と
外
戚
で
あ
っ
た
。
宗
室
の
王
子
侯
を
除
外
す
る
と
、
列
侯
は

軍
功
あ
る
も
の
、

丞
相
(
の
ち
三
公
)
、
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外
戚
に
輿
え
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
-
諜
で
あ
る
。
こ
の
三
者
の
内
、
早
く
も
後
漢
に
お
い
て
三
公
の
封
侯

は
立
ち
消
え
に
な
り
、
列
侯
が
興
え
ら
れ
る
封
象
は
軍
功
あ
る
も
の
、
外
戚
と
な
っ
た
。
こ
の
南
者
は
南
朝
に
入
る
と
、
軍
功
に
劃
す
る
褒
賞

(

均

〉

(

冗

)

は
将
軍
へ
と
襲
わ
り
、
外
戚
に
興
え
ら
れ
る
の
は
専
ら
金
紫
光
雄
大
夫
へ
と
襲
化
し
て
い
っ
た
(
附
表
3
を
参
照
)
。

こ
の
、
列
侯
か
ら
時
府
軍
・
光
旅
大
夫
へ
と
い
う
流
れ
は
奉
朝
請
(
朝
朔
室
、
就
第
〉
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
奉
朝
請
と
同
義
と
さ
れ
る
躍

(

η

)

 

請
将
軍
に
つ
い
て
は
第
三
章
第
一
節
に
お
い
て
既
に
見
た
。
そ
し
て
光
旅
大
夫
は
貌
音
以
後
第
に
蹄
る
様
に
な
る
が
、
こ
の
就
第
も
奉
朝
請
、

朝
朔
望
と
リ
ン
ク
す
る
。
第
三
章
第
二
節
で
奉
げ
た
湾
王
芳
の
慶
位
を
請
う
上
奏
文
が
作
成
さ
れ
た
の
は
「
公
卿
中
朝
大
臣
舎
議
」
に
お
い
て

〈

河

)

で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
名
を
連
ね
て
い
た
光
旅
大
夫
は
紛
れ
も
な
く
公
卿
の
一
員
で
あ
り
、
朔
望
に
行
わ
れ
る
定
例
の
公
卿
議
に
参
加
し
て
い
た

(

丸

)

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
光
旅
大
夫
が
致
仕
・
養
疾
の
官
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
朔
望
に
参
朝
す
る
だ
け
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
れ
は
唐
代
散
官
に
引
き
縫
が
れ
る
。
唐
代
の
朔
望
朝
参
は
在
京
九
品
以
上
の
職
事
官
を
劃
象
と
す
る
が
、
散
官
も
1

1
漢
代
の
列
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侯
の
援
に
克
官
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

〈

符

)

|
|
そ
れ
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
光
藤
大
夫
等
の
名
穏
や
開
府
儀
同
三
司
、
特
進
と
績
く
序
列
と
と
も
に
、
奉
朝
請
と
い
う
特
権

「
以
理
去
官
者
」

(
た
だ
し
「
理
」
に
は
致
仕
も
含
ま
れ
る
)
で
、

か
つ
五
品
以
上
に
限
ら
れ
て
い
る
が



も
、
列
侯
か
ら
将
軍

・
光
緑
大
夫
を
経
由
し
て
唐
の
散
官
に
縫
授
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

十
七
年
、
抗
表
し
て
骸
骨
を
乞
い
、
開
府
儀
同
三
司
を
授
け
、
朔
望
に
朝
せ
し
む
」
と
い
う
記
事
が
『
新
唐
書
』
巻
八
九
で
は
「
老
い
て
第
に

就
き
、
開
府
儀
同
三
司
を
授
け
、
湖
望
に
朝
せ
し
む
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
宋
人
の
手
が
加
わ

っ
て
い

る
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
漢
代
の

克
官
↓
就
第
↓
奉
朝
請
が
、
唐
代
で
は
以
理
去
官
↓
就
第
↓
朝
朔
望
と
し
て
引
き
縫
が
れ
て
い

る
こ
と
の
傍
誼
と
な
ろ
う
。
特
選
が
列
侯
の
加

官
か
ら
光
旅
大
夫
の
加
官
へ
と
麗
わ
り
、
最
終
的
に
文
散
官
の
中
に
名
稿
を
留
め
た
の
は
、
瞳
制
の
轄
換
と
五
等
爵
の
導
入
が
直
接
の
原
因
で
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『
奮
唐
書
』
巻
六
八
尉
遅
敬
徳
俸
の

「
(
貞
観
〉

以
上
で
本
稿
を
終
え
る
が
、
本
稿
は
特
進
の
出
現
這
に
主
眼
を
お
き
、

は
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
述
べ
た
、
列
侯
か
ら
光
旅
大
夫
へ
、
そ
し
て
散
官
へ
と
い
う
趨
勢
に
合
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
つ
紙
幅
の
関
係
も
あ

っ
て
各
時
代
に
お
け
る
就
官
者
の
分
析
が
で
き

な
か
っ
た
。

特
に
南
朝
に
お
け
る
、
特
進
を
含
め
た
光
職
大
夫
の
濯
官
事
例
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
先
に
翠
げ
た
北
朝
に
闘
す
る
問
題
と
と
も

に
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註
(

1

)

各
序
列
は

北
周
散
員

左

右
光
藤
大
夫
、
左
右
金
紫
光
線
大
夫
、
左
右
銀
育
光
線

大
夫
・
・・・・

惰
文
-
帝
散
官
特
進
、
左
右
光
線
大
夫
、
金
紫
光
球
大
夫
、
銀
背
光
藤

大
夫

場
一
帝
散
職
開
府
儀
同
三
司
、
光
糠
大
夫
、
左
右
光
線
大
夫
、
金
紫
光

線
大
夫
、
銀
背
光
藤
大
夫
・
・
:

と
な
っ
て
い
る
。
宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』
(
東
洋
史
研
究

禽
、
一
九
五
六
、
の
ち
『
宮
崎
市
定
全
集
』
六
岩
波
書
庖
、一

九
九

二
、
所
牧
)
第
二
篇
第
五
輩
、
十
五
「
階
代
の
新
制
度
」

参
照
。

(

2

)

唐
代
散
官
の
形
成
に
関
し
て
は
註
(

1

)

前
掲
宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
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法
の
研
究
』、
高
橋
徹

「南
北
朝
の
将
軍
放
と
唐
代
武
散
官
」

ハ『
山
形

大
泉
史
察
論
集
』
一
五
、
一
九
九
五
〉
、
資
清
連

「唐
代
散
官
試
論
」

(
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
五
八
|

一
、
一
九
八
七
)
、

王
徳
櫨
「
試
論
唐
代
散
官
制
度
的
成
立
過
程
」

(
中
園
唐
代
皐
曾
編
集

委
員
曾
編
『
唐
代
文
化
研
究
曾
論
文
集
』
所
枚
、
文
史
哲
出
版
社
、
一

九
九
一
)
、

窪
添
慶
文

「北
貌
に
お
け
る
「
光
線
大
夫
」
」
(
池
田
温
編

『
中
園
膿
法
と
日
本
律
令
制
』
東
方
書
広
、
一
九
九
二
)
、
閣
歩
克

「
西
貌
北
周
軍
放
散
官
錐
授
制
度
述
論
」
(
『
皐
人
』
一
三
、
一

九
九

八
)
、
「
階
代
文
散
官
制
度
補
論
」

(『
唐
研
究
』
五
、
一

九
九
九
)
、

「南
北
朝
的
散
官
設
展
輿
清
濁
異
同
」

(
『
北
京
大
間
半
鼠
岸
線
哲
同
学
位
倉

科
皐
版
』
二

C
O
O
l
-
C
等
を
参
照
。
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(

3

)

光
旅
大
土大
の
職
事
が
な
く
な
り
、
朝
位
の
み
を
示
す
官
と
な
る
の
は

貌
以
後
で
あ
る
。
米
田
健
志

「
漢
代
の
光
藤
勅
||
特
に
大
夫
を
中
心

と
し
て
|
|
」

(『東
洋
史
研
究
』
五
七
|
二
、

一
九
九
八
〉
参
照
。

(

4

)

『漢
書
』
各

一
九
上
百
官
公
卿
表
上

侍
中
、
左
右
曹
、
諸
吏
、
散
騎
、
中
常
侍
皆
加
官
、
所
加
或
列

侯
、
将
軍
、
郷
大
夫
、
持
、
都
尉
、
向
書
、
太
盤
、
太
官
令
至
郎

中
、
亡
員
、
多
至
数
十
人
・
:
:
給
事
中
亦
加
官
、
所
加
或
大
夫
、

博
士
、
議
郎
、
掌
顧
問
熔
封
、
位
次
中
常
侍
:
:
・

(

5

)

後
漢
か
ら
貌
に
か
け
て
特
進
を
輿
え
ら
れ
た
者
は
、
の
ベ
五
三
名
い

る
が
、
後
漢
初
の
焚
宏
を
除
き
皆
列
侯
で
あ
る
。

奨
宏
は
特
進
を
輿
え

ら
れ
た
時
列
侯
で
は
な
か
っ
た
が
、
す
ぐ
長
羅
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
。

(

6

)

『
績
漢
書
』

百
官
志
五
に

中
興
以
来
、
唯
以
功
徳
賜
位
特
進
者
、
次
車
騎
賂
軍
。

と
、
位
が
奥
え
ら
れ
る
こ
と
は
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
職
掌
に
関
す
る

記
載
は
な
い
。
ま
た
こ
の
位
は

「
以
特
進
侯
就
朝
位
(
『
漢
書
』
巻
九

七
下
外
戚
俸
下・

孝
成
許
皇
后
)
」
「
以
特
進
就
朝
位
(
『
後
漢
書
』
資

景
俸
第

一一一一
〉」
と
あ
る
援
に
朝
位
を
指
す
。

(
7
〉
永
田
英
正
「
漢
代
の
集
議
」
(
『
東
方
皐
報
』
四
一一一、一

九
七
二
)

参
照
。

(
8
〉
奉
朝
請
を
内
朝
官
と
す
る
設
は
、
大
庭
侮

「漢
王
朝
の
支
配
機
構
」

(『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
第
一
篇
第
二
章
、
創
文
社
、
一

九
八
二
)

及
び
、
註
(

7

)

前
掲
永
田
論
文
に
見
え
る
。

(

9

)

『史
記
』
巻
五
八
梁
孝
王
世
家
諸
少
孫
補
筆

叉
諸
侯
王
朝
見
天
子
、
漢
法
凡
蛍
四
見
耳
。
始
到
、
入
小
見
。
到

正
月
朔
旦
、
奉
皮
薦
壁
玉
賀
正
月
、

法
見
。
後
三
日
、

震
王
賃

酒
、
賜
金
銭
財
物
。
後
二
目
、

復
入
小
見、

辞
去
。
凡
留
長
安
不

過
二
十
日
、
小
見
者
、
燕
見
於
禁
門
内
、
飲
於
省
中
、
非
土
人
所

得
入
也
・
:
:
今
漢
之
儀
法
、
朝
見
賀
正
月
者
、
常

一
王
輿
四
侯
倶

朝
見
、
十
徐
裁
一
至
。

『漢
書
』
各

一
五
上
王
子
侯
表
上
に

重
侯
捲
。
湾
問
献
王
子
。

(
元
朔
四
年
〉
四
月
甲
午
封
、
四
年
、

元
狩
二
年
、
坐
不
使
入
居
同
秋
請
菟
。

と
あ
る
。

代
理
人
を
波
遣
し
な
か
っ
た
こ
と
が
菟
爵
の
理
由
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う。

(孔
)

註
(
4

)

参
照
。

〈
ロ
)
関
内
侯
が
通
常
京
師
に
留
ま
り
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、

『
漢
童
日
』
品
位

九
O
酷
吏
俸

・
田
庚
明
の
中
の
記
事
か
ら
推
測
で
き
る
。
公
孫
勇
の
謀

反
を
防
い
だ
際
、
功
有
っ
た
も
の
を
列
侯
に
封
じ
よ
う
と
し
た
が
、
た

だ
一
人

「震
侯
者
得
東
鋳
不
」
と
言
っ
た
者
が
あ
り
、
武
一
帝
は
そ
の
意

を
汲
ん
で
関
内
侯
と
し
郷
里
を
食
邑
と
し
て
い
る
。
列
侯
は
京
師
か
封

邑
の
ど
ち
ら
か
に
居
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
関
内
侯
で
あ
れ
ば
確
寅
に
郷
里

に
蹄
り
得
る
事
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

(日
〉
大
庭
傍

「漢
の
徒
遁
刑
」

(註
(
8

)

前
掲
書
第
二
篇
第
四
章
)
参

照。

(

M

)

『
漢
書
』
巻
七一

辞
庚
徳
俸
参
照
。

(
日
)
『
漢
室
E
巻
七一

子
定
園
停
、
巻
八
二
史
高
俸
参
照
。

(日
)
『
漢
書
』
巻
七
一
醇
康
徳
俸
参
照
。

(
口
)
大
庭
備

「漢
代
官
吏
の
勤
務
と
休
暇
」

七
章
〉
参
照
。

(刊
日
)
貌
の
例
だ
が
、

(
叩

)
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篇
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(
正
始
)
九
年
春
二
月
、
術
開
問
軍
中
書
令
孫
資
、
葵
巳
、
藤
騎
将

軍
中
書
監
劉
放
、
三
月
甲
午
、
司
徒
術
議
、
各
遜
位
、
以
侯
就

第
、
位
特
進
。

と
あ
り
、
同
じ
措
置
を
各

一
四
劉
放
俸
は

(
正
始
)
六
年
、

(
劉
)
放
縛
膝
騎
、

(
孫
)
資
衛
将
軍
、
領
監

令
如
故
。
七
年
、
復
封
子
一
人
亭
侯
、
各
年
老
遜
位
、
以
列
侯
朝

朔
室
、
位
特
進
。

と
記
す
。
致
仕
の
紀
年
に
ズ
レ
が
あ
る
が
、
就
第
が
朝
朔
望
と
言
い
換

え
ら
れ
て
い
る
の
は
開
準
い
な
い
だ
ろ
う
。

(日
〉
『
漢
書
』
径
九
二
遊
侠
侍

・
陳
避
に
陳
遜
と
張
採
が
河
内
都
尉
、
丹

陽
太
守
を
苑
ぜ
ら
れ
た
際
、
「
以
列
侯
腕
長
安
」
と
あ
っ
て
長
安
に
錦

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
菟
官
↓
就
第
と
同
じ
作
用
で
あ
ろ
う
。

小
林
昇

「
雨
漢
を
通
じ
て
見
た
る
列
侯
と
其
の
封
邑
の
閥
係
」

(
『
東
洋
史
曾

紀
要
』
四
、
一
九
四
四
)
参
照
。
た
だ
、
氏
は
奉
朝
請
と
就
第
を
関
連

付
け
て
は
お
ら
れ
な
い
。

(
却
)
福
井
重
雅

「漢
代
の
察
翠
制
度
と
政
治
陸
制
」

(『漢
代
官
吏
登
用

制
度
の
研
究
』
第
四
章
、
創
文
社
、
一
九
八
八
)
、
渡
遺
信

一
郎

「
孝

経
の
園
家
論
L

(

『
中
園
古
代
園
家
の
思
想
構
造
|

|
専
制
闘
家
と
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
ー
ー
』
第
五
一章
、
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
)
及
び
、

『天

空
の
玉
座
||
中
園
古
代
-
帝
園
の
朝
政
と
儀
櫨
』
(
栢
書
房
、

一
九
九

六
)
、
阿
部
幸
信

「
漢
代
の
印
制
・
綬
制
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」

(
『
史
料
批
剣
研
究
』

三
、
一
九
九
九
)
多
照
。

(
幻
)
『
漢
書
』
巻
八
宣
-
帝
紀
賞
龍
元
年
四
月
保
『
漢
書
補
注
』

王
啓
原
田
、
吏
六
百
石
有
罪
先
請
、
即
『
周
雄
』
議
貴
之
遁
意
。

『
周
官
』

小
可
冠
注
、
議
費
、
若
今
時
吏
墨
綬
有
罪
先
請
、
是

也
。
百
官
表
、
秩
比
六
百
石
以
上
皆
銅
印
墨
綬
、
先
鄭
以
策
費

者
。
蓋
漢
制
以
紫
綬
魚
公
、
青
綬
魚
卿
、
墨
綬
比
大
夫
。
六
百
石

比
大
夫
。
然
有
其
法
而
無
明
文
。

(
幻
)
例
外
と
し
て
四
百
石
の
豚
長
は
銅
印
塁
綬
の
「
大
夫
」
と
さ
れ
た
。

な
ぜ
鯨
長
が

「
大
夫
」
と
さ
れ
た
の
か
は
改
め
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
た
だ
、
数
の
燃
令
が
「
大
夫
」
の
ま
ま
で
あ
っ
た
の
に
針

し
、
腕
長
は
「
士
」
と
さ
れ
て
い
る
。
第
三
章
第
一
節
参
照
。

(
幻
)
『
漢
書
』
径
一
九
上
百
官
公
卿
表
上

御
史
大
夫
、
秦
官
、
位
上
卿
、
銀
印
青
綬
、
掌
副
丞
相
。

前
後
左
右
賂
軍
、
皆
周
末
官
、
秦
因
之
、
位
上
卿
、
金
印
紫
綬
。

(
但
)
伊
藤
徳
男
「
前
漢
の
一
一一
公
に
つ
い
て
」
(
『
歴
史
』
八
、

一
九
五
四
)

及
び
、
「
前
漢
の
九
卿
に
つ
い
て
」
(
『
東
方
皐
論
集
』

て
一

九
五

四
)
参
照
。

(
お
)
『
漢
書
』
各
九
八
元
后
停

乃
復
進
成
都
侯
(
王
)
商
以
特
進
領
域
門
兵
、
置
幕
府
、
得
翠
吏

如
将
軍
。

(
部
)
大
庭
筒

「
前
漢
の
将
軍
」

(註
(

8

)

前
掲
書
第
四
篇
第
一
一
軍
)
、
及

び
、
石
井
仁
「
漢
末
州
牧
考
」

(
『
秋
大
史
皐
』

一一一

八
、
一

九
九

一
)

参
照
。
以
後
、
開
府
は
三
公
、
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
府
を
有
す
る

と
い
う
意
味
で
用
い
る
。

(
幻
)
後
漢
の
衡
終
軍
は
献
一
帝
輿
卒
元
年
に
楊
定
が
任
ぜ
ら
れ
る
ま
で
空
官

で
あ
っ
た
。
銭
大
昭
『
後
漢
書
補
表
』
及
び
、
寓
斯
同
『
東
漢
賂
相
大

臣
年
表
』
参
照
。

(
お
〉
『
後
漢
書
』
鴻
紡
惇
第
二
三
に
よ
れ
ば
、
宮
崎
紡
が
執
金
吾
を
亮
ぜ
ら

れ
た
の
は
章
一
帝
建
初
三
年
の
事
で
、
そ
の
聞
に
異
動
は
な
い
。
註
(
幻
)

- 30ー



前
掲
の
銭
大
昭
『
後
漢
書
補
表
』
、
蔦
斯
同
『
東
漠
九
卿
年
表
』
も
同

様
に
解
四
押
し
て
い
る
。

(
却
)
侍
洞
侯
は
南
北
郊
、
明
堂
の
祭
犯
の
震
に
封
邑
か
ら
徴
せ
ら
れ
た
列

侯
と
考
え
ら
れ
る
。
侍
洞
侯
が
洛
陽
に
留
ま
り
績
け
る
震
に
は
滞
在
中

に
何
ら
か
の
官
に
任
ぜ
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
、
無
官
の
ま
ま
だ
と
『
後

漢
書
』
劉
般
俸
第
二
九
に

(
建
武
)
二
十
年
、
復
興
車
駕
舎
浦
、
因
従
還
洛
陽
、
賜
穀
什

物
、
留
信
局
侍
悶
侯
。
永
卒
元
年
以
園
廊
滞
、
徒
封
居
集
侯
、
復
随

諸
侯
就
園
。

と
あ
っ
て
、
封
邑
へ
と
白
即
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
復
隠
諸
侯
就
園
」
の

諸
侯
は
劉
般
と
同
様
に
封
園
か
ら
徴
せ
ら
れ
た
列
侯
と
考
え
ら
れ
る
。

(

ω

)

「
特
進
如
故
」
と
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
特
進
を
奥
え
ら
れ

た
後
に
九
卿
ク
ラ
ス
の
官
を
遜
繭
押
し
た
場
合
に
は
特
進
の
ま
ま
で
あ
り

綬
け
た
可
能
性
は
あ
る
。

〈
但
〉
但
し
、
追
贈
の
際
に
壊
騎
将
軍
、
車
騎
帥
府
軍
と
同
時
に
輿
え
ら
れ
て

い
る
場
合
が
あ
る
。

(
匁
)

彦
伯
源
「
東
漢
将
軍
制
度
之
演
襲
」
(
『
歴
史
輿
制
度
|
|漢
代
政

治
制
度
試
穆
』
香
港
敬
育
園
書
公
司
、
一
九
九
七
)
参
照
。

〈
お
〉
『
禁
中
郎
集
』
巻
三
に
劉
表
の
事
跡
を
記
し
た
「
劉
鎮
南
碑
」
が
あ

h

リ
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選
御
史
中
丞
鐘
叙
師
、
削
奔
銀
南
将
軍
、
錫
鼓
吹
大
車
、
策
命
褒

崇
、
謂
之
伯
父
。
置
長
史
、
司
馬
、
従
事
中
郎
、
開
府
辞
召
、
儀

如
三
公
。

と
あ
る
。
た
だ
、
茶
色
は
劉
表
よ
り
先
に
波
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は

茶
色
自
身
の
文
章
で
は
あ
る
ま
い
。
な
お
、
以
後
、
野
召
は
公
府
嫁
屡

の
僻
召
の
場
合
に
の
み
用
い
る
。

(
M
A

〉
註
(
位
〉
前
掲
彦
論
文
参
照
。

(
お
〉
光
武
一
帝
が
天
下
統

一
を
果
た
す
建
武
十
三
年
前
後
に
、
兵
権
回
牧
の

一
環
と
し
て
諸
将
軍
は
慶
止
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
左
終
軍
貰
復
と
右
賂

軍
郵
爵
は
特
進
、
建
威
大
勝
軍
秋
晶
昇
、
建
義
大
賂
軍
朱
一
路
、
彊
啓
司
大
終

軍
陳
俊
は
奉
朝
請
の
列
侯
と
さ
れ
洛
陽
に
徴
還
さ
れ
て
い
る
。
壊
騎
大

持
軍
杜
茂
は
訣
死
、
虎
牙
大
将
軍
蓋
延
は
病
死
し
、
ま
た
、
郡
太
守
を

兼
任
し
て
い
た
賂
軍
は
、
将
軍
の
印
綬
を
返
還
し
て
い
る
。

(
町
四
)
こ
こ
に
翠
げ
た
三
勝
軍
以
外
に
も
、
明
帝
期
に
東
卒
主
劉
蒼
が
蝶
騎

将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、
諸
侯
王
が
任
ぜ
ら
れ
た
官
と
し
て
人
臣

の
就
く
官
で
は
な
く
な
り
、
鐙
一
帝
期
ま
で
空
官
と
な
っ
た
。
註
(
幻
〉
前

掲
の
銭
大
昭
『
後
漢
書
補
表
』
、
高
斯
同
『
東
漢
婚
相
大
臣
年
表
』
参

照
。
ま
た
、
征
西
将
軍
も
置
か
れ
た
が
、
軍
事
活
動
が
終
わ
る
度
に
慶

止
さ
れ
た
。
註
(
m
m
)

前
掲
石
井
論
文
参
照
。

(
日
出
)
『
後
漢
書
』
雀
闘
停
第
四
二

及
(
賓
)
憲
震
車
騎
賂
軍
、
僻
〈
雀
)
開
策
嫁
。

(
お
)
『
北
堂
書
紗
』
径
六
四
車
時
間
騎
軍
候
所
引
『
東
槻
漢
記
』

永
卒
(
元
)
六
年
、
都
鴻
行
事
騎
賂
軍
、
位
在
九
卿
上
、
紹
坐。

『
後
漢
書
』
郵
隙
停
第
六

延
卒
元
年
奔
騰
車
騎
将
軍
儀
同
三
可
。

『
後
漢
書
』
皇
后
紀
第

一
O
下
安
思
閣
皇
后

皇
太
后
臨
朝
、
以
(閤
〉
額
篤
車
騎
賂
軍
儀
同
三
司
。

(
ぬ
〉
『
後
漢
書
』
腹
部
俸
第
三
八
に

鐙
帝
時
奉
孝
康
、
降
車
騎
賂
軍
何
苗
援
。

と
あ
る
が
、
何
百
は
儀
同
三
司
を
輿
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
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『
後
漢
紀
』
各
二
七
献
喬
紀
初
卒
三
年
四
月
傑

於
是
以
呂
布
篤
奮
武
将
軍
、
候
節
、
開
府
如
三
公
。

『
後
漢
紀
』
省
二
九
献
一
帝
紀
建
安
元
年
二
月
候

春
二
月
、
執
金
五
回
伏
完
潟
繍
闘
将
軍
、
開
府
如
三
公
。

(
H
U
)

『
三
闘
志
』
巻
二
文
-帝一
紀
に

(
出
向
初
元
年
十

一
月
笑
酉
)
以
漢
諸
侯
王
潟
崇
徳
侯
、
列
侯
震
開

中
侯
。

と
あ
る
。
貌
で
は
列
侯
、
関
内
侯
と
い
う
漢
代
の
爵

の
下
位
に
名
競

侯
、
開
中
侯
、
関
外
侯
、
五
大
夫
が
置
か
れ
、
名
競
侯
以
下
は
虚
封
で

あ
っ
た
。

こ
の
崇
徳
候
は
名
挽
侯
で
、
ま
た
漢
の
宗
室
で
あ
っ
た
た
め

貌
耳
目
革
命
ま
で
禁
固
を
受
け
て

い
た
(
『E
白
書
』
各
三
武
一
帝
一
紀
泰
始

二
年
二
月
傑
)
。
そ
れ
よ
り
下
位
の
開
中
侯
と
さ
れ
た
漢
の
奮
列
侯
に

は
朝
位
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
貌
の
爵
制
に
つ

い
て
は
守
屋
美
都
雄

「
曹
貌
爵
制
に
関
す
る
二
三
の
考
察
」
(
『
中
園
古
代
の
家
族
と
園
家』

園
家
筋
第
七
輩
、
東
洋
史
研
究
舎
、

一
九
六
八
)
参
照
。

(
位
)
無
論
、
奉
朝
請
の
列
侯
も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
特
遂
の
列
侯
し

か
確
認
で
き
な
く
な
る
。
な
お
、
こ
れ
以
後
、
奉
朝
請
は
朝
朔
望
で
は

な
く
、
鮒
馬
都
尉
、
奉
車
都
尉
、
騎
都
尉
を
指
す
様
に
な
る
。

(
時
)
先
に
引
い
た
『
三
園
士
ど
を
四

O
劉
封
博
斐
注
所
引
『
貌
略
』
の

コ
ニ
園
志
集
解
』
に

越
一
清
日
、
磁
器
商
即
後
世
之
所
謂
奉
朝
請
也
。

と
あ
る
。

(
川
叫
)
貌
の
膝
騎
将
軍
で
特
進
が
輿
え
ら
れ
た
も
の
に
前
田
洪
(
『
三
闘
士
山
』

各
九
)
、
孫
資
(
『
三
園
志
』

各

一
四
〉
が
い
る
。

(
川
町
)
漢
代
の
特
進
が
髪
を
執
っ
て
い
た
こ
と
は

(ω) 

列
土
、
特
進
、
朝
侯
賀
正
月
執
壁
云
(
『
績
漢
書
』
百
官
志
五
)
。

と
い
う
記
事
か
ら
確
認
で
き
る
。

(
必
)
邸
玄
が
「
孤
」
の
数
を
定
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
堀
池
信
夫
「
『
周

櫨
』
の

一
考
察
」
(
『
漢
貌
思
想
史
研
究
』
第

一
一章
第
四
節
、
明
治
書

院
、
一
九
八
八
)
参
照
。

(
U
)

「
努
」
は
勤
務
日
数
で
、
漢
代
で
は
考
課
の
剣
断
基
準
で
あ
る
。

「
労
」
は
一
定
の
勤
務
日
数
を
無
飲
勤
で
勤
め
る
と
割
り
増
し
さ
れ
る

こ
と
が
あ
っ
た
。
「
賜
努
」
と
は
そ
れ
に
相
嘗
す
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
詳
し
く
は
大
庭
倫
「
漢
代
に
お
け
る
功
次
に
よ
る
昇
進
」
(
註

(
8
)
前
掲
書
第
四
篇
第
六
章
)
。

(
必
)
こ
れ
は
三
公
以
下
の
諸
官
と
、
門
下
、
向
書
、
中
書
、
御
史
、
所
謂

肇
省
の
官
と
の
合
同
の
上
奏
文
と
い
う
黙
で
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で

あ
る
が
、
門
下
、

向
書
、
中
書
、
御
史
の
諸
官
が
兵
鰻
的
に
ど
こ
に
位

置
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
ハ
)
内
は
『
三
園
志
集
解
』

の
校
訂
に
従
っ
た
。

(
品
開
)
司
馬
昭
の
嘉
卒
六
年
に
至
る
ま
で
の
官
歴
は
『
耳
亘
書
』
各
二
文
一帝
紀

- 32ー

縛
安
東
賂
軍
、
持
節
、
銀
許
昌
。
及
大
軍
討
王
凌
、
帯
督
准
北
諸

軍
事
、
帥
師
曾
子
項
。
増
邑
三
百
戸
、
俣
金
印
紫
綬
。
等
準
貌
都

督
、
統
征
東
賂
軍
胡
透
、
銀
東
将
軍
諸
葛
誕
伐
呉
、
戟
子
東
開
。

二
軍
敗
績
、
坐
失
侯
・
:
以
一
帝
行
征
西
将
軍
、
次
長
安
:
:
:
舎
新

卒
莞
胡
叛
、
帯
撃
破
之
、
途
耀
丘
ハ
鐙
州
、
北
虜
震
響
、
叛
者
悉

降
。
以
功
復
封
新
城
郷
侯
。

と
あ
っ
て
、
金
印
紫
綬
は
輿
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
開
府
儀
同
三
司
や

特
進
は
輿
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
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(
回
〉
『
通
典
』
巻
一
二
七
職
官
一
九
菅
官
品
参
照
。

(
日
〉
二
千
石
、
千
石
の
身
分
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
の
は
、
後
漢
の
倫
書
郎

↓
綜
令
と
い
う
昇
進
経
路
が
、
西
耳
目
で
は
、
勝
令
↓
尚
書
郎
と
な
っ
て

い
た
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
、
地
方
官
の
債
値
低
下
も
関
係
し
て
い
よ

う
。
佐
藤
達
郎
「
漢
代
官
吏
の
考
課
と
昇
進
|
|
功
次
に
よ
る
昇
進
を

中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
古
代
文
化
』
四
八
九
、
一
九
九
六
)
、
中
村

圭
爾
「
九
品
官
制
に
お
け
る
官
歴
」
(
『
六
朝
貴
族
制
研
究
』
第
二
篇

第
二
一
章
、
風
間
書
一
房
、
一
九
八
七
〉
参
照
。

(
臼
)
『
青
書
』
巻
二

O
躍
志
中
に

新
躍
王
公
五
等
諸
侯
成
園
置
卿
者
、
及
朝
廷
公
孤
之
爵
、
皆
傍
親

紹
春
、
而
傍
親
信
用
之
服
斬
衰
、
卿
校
位
従
大
夫
者
皆
紹
線
。
撃
虞

以
篤
「
古
者
諸
侯
君
臨
其
園
、
巨
諸
父
兄
、
今
之
諸
侯
土
木
同
子

古
。
未
同
子
古
、
則
其
傘
未
全
、
不
宣
便
従
紹
春
之
制
、
而
令
傍

親
服
斬
衰
之
重
也
。
諸
侯
既
然
、
則
公
孤
之
爵
亦
宜
如
奮
。
土
日
貌

武
一
帝
建
安
中
己
曾
表
上
、
漢
朝
依
古
篤
制
、
事
輿
古
異
、
皆
不
施

行
、
施
行
者
著
在
貌
科
。
大
菅
采
以
著
令
、
宜
定
新
膿
皆
如
奮
。
」

詔
従
之
。

と
あ
る
。
西
E
日
で
は
櫨
解
掴
揮
を
巡
る
鄭
玄
読
と
王
粛
設
と
の
封
立
が
あ

り
、
萄
顕
は
郷
玄
波
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
の
新
躍
は
王
粛
波
に
攻
撃
さ

れ
た
。
と
の
筆
虞
は
王
粛
波
で
、
荷
額
が
新
躍
で
定
め
た
隼
降
制
を
非

難
し
た
中
に
「
孤
」
が
見
え
る
か
ら
、
萄
顕
の
新
躍
の
中
に
「
孤
」
が

存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
十
旬
鎮
の
傘
降
制
、
及
び
撃
虞
に
つ
い

て
は
藤
川
正
教
「
貌
E
日
時
代
に
お
け
る
喪
服
躍
に
関
す
る
皐
術
の
経
拳

史
的
地
位
」
(
『
貌
耳
目
時
代
に
お
け
る
喪
服
躍
の
研
究
』
序
説
三
、
敬

文
社
、
一
九
五

O
)
参
照
。

『
宋
霊
園
』
巻
一
四
薩
士
山
一
の
菅
の
委
賛
儀
躍
に
関
す
る
記
事
に

威
寧
注
:
:
:
治
雄
郎
引
公
、
特
進
、
旬
奴
南
皐
子
子
、
金
紫
時
間
軍

蛍
大
鴻
腫
西
、
中
二
千
石
、
二
千
石
、
千
石
、
六
百
石
蛍
大
行
令

西
、
皆
北
面
伏
・
・
;
:
治
雄
引
公
至
金
紫
賂
軍
上
殿
、
蛍
御
坐
。
皇

-
帝
興
、
皆
再
奔
。
皇
帯
坐
、
叉
再
奔
。
脆
置
壁
皮
由
巾
御
座
前
、
復

再
奔
。
成
躍
詑
、
讃
者
引
下
殿
、
還
故
位
。

と
あ
り
、
公
、
特
進
、
伺
奴
南
軍
子
子
、
金
紫
将
軍
は
壁
と
皮
由
巾
を
賛

と
し
て
い
る
か
ら
、
身
分
は
「
公
」
か
「
孤
」
と
な
る
。
先
に
見
た
援

に
金
紫
将
軍
は
「
公
」
で
は
な
い
か
ら
、
「
孤
」
と
な
る
。

(
弘
〉
越
智
重
明
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
貌
の
列
侯
の
大
字
は
子
爵
を
輿
え

ら
れ
た
。
詳
し
く
は
越
智
重
明
「
五
等
爵
制
」
(
『
貌
膏
南
朝
の
政
治

と
祉
舎
』
第
二
篇
第
四
輩
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
)
参
照
。

(
日
〉
耳
目
の
諸
侯
主
で
特
進
が
輿
え
ら
れ
た
も
の
に
司
馬
表
(
『
管
室
百
』
巻

三
八
〉
、
司
馬
一
路
ハ
『
育
室
田
』
巻
五
九
〉
が
、
関
内
侯
で
特
濯
が
奥
え
ら

れ
た
も
の
に
王
彬
(
『
菅
書
』
巻
七
六
〉
が
い
る
。

〈
日
)
軍
国
代
、
外
戚
で
特
進
と
な
っ
た
も
の
が
殆
ど
い
な
い
こ
と
も
こ
れ
と

関
連
し
て
い
よ
う
。

(
貯
)
金
紫
賂
軍
は
『
青
書
』
各
二
四
職
官
志
に

光
旅
大
夫
俵
銀
章
育
綬
者
、
口
問
秩
第
三
、
位
在
金
紫
賂
軍
下
、
諸

卿
上
。

と
あ
る
。
光
藤
大
夫
は
三
品
官
の
首
位
に
立
つ
か
ら
、
そ
の
上
に
位
置

す
る
金
紫
将
軍
は
二
品
と
な
る
。

(
回
〉
た
だ
し
、
身
分
と
印
綬
は
一
致
し
て
は
い
な
い
。
小
林
聴
「
六
朝
時

代
の
印
綬
冠
服
規
定
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
|
|
『
宋
書
』
躍
志
に
見

え
る
規
定
を
中
心
に
し
て
|
|
」
(
『
史
淵
』
一
一
一
一

O
、
一
九
九
一
二
)

(

臼

)
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参
照
。

(
印
)
『
菅
書
』
巻
七
七
諸
葛
恢
停

累
遜
向
書
右
僕
射
、
加
散
騎
常
侍
、
銀
青
光
蔽
大
夫
、
領
選
本
州

大
中
正
・
:
:

(
伺
)
『
三
園
士
山
』
倉

一
四
劉
放
停
附
孫
資

正
始
元
年
、
更
加
(
劉
〉
放
左
光
藤
大
夫
、
(
孫
)
資
右
光
振
大

夫
、
金
印
紫
綬
、
儀
同
三
司
。

(臼〉

『
南
開
門
書
』
倉

一
六
百
官
士
山
に
「
特
、進
、
位
従
公
」
と
あ
り
、
『
陪

書
』
巻
二
六
百
官
志
上
に
「
特
進
奮
位
従
公
」
と
あ
る
。
な
お
、
従
公

と
は
通
常
、

墨
田
書
』
巻
二
四
職
官
志
に

「
藤
騎
、
車
騎
、
街
将
軍、

伏
波
、
撫
軍
、
都
護
、
銀
軍
、
中
軍
、
四
征
、
四
銀
、
龍
殿
、
典
軍
、

上
軍
、
輔
園
等
大
将
軍
、
左
右
光
線
、
光
藤
三
大
夫
、
開
府
者
皆
魚
位

従
公
」
と
あ
る
様
に
開
府
儀
同
三
司
を
指
す
。

(
位
)
本
紀
に
お
い
て

「
公
」
の
終
稽
は

「古吾
、
特
涯
の
そ
れ
は

「卒
」

と
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
傍
謹
と
な
ろ
う
。

(
回
)
例
外
と
し
て
翠
げ
た
三
人
の
う
ち
、
箔
泰
、
朱
筒
之
が
生
前
特
進
と

な
っ
た
時
は
、
そ
れ
ぞ
れ
右
光
板
大
夫
、
金
紫
光
線
大
夫
を
有
し
て
い

る。

(
臼
〉
王
敬
弘
は
開
府
儀
同
三
司
が
輿
え
ら
れ
た
際
、
担
否
し
て
曾
稽
に
鋪

っ
て
し
ま
っ
た
が
、
擬
官
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
良
い
。

(
臼
)

『
階
書
』
巻
二
六
百
官
士
山
上
の
梁
班
で
は
左
右
光
藤
大
夫
開
府
儀
同

三
司
が
十
七
班
、
左
右
光
藤
大
夫
が
十
六
班
、
金
紫
光
藤
大
夫
が
十
四

班
と
な
っ

て
い
て
、
金
紫
光
線
大
夫
開
府
儀
同
三
司
が
な
い
が
、
『
梁

世
田
』
巻
二
八
袈
之
高
俸
に
迫
婚
さ
れ
た
例
が
見
え
る
。
特
進
を
輿
え
ら

れ
た
金
紫
光
線
大
夫
に
つ
い
て
は
附
表
2
を
参
照
。

(
伺
)
美
遷
と
は
班
を

一つ
飛
び
越
え
た
昇
進
の
仕
方
を
言
う
。
註
(
日
)
前

掲
中
村
論
文
参
照
。

〈

m
山
〉
宮
崎
市
定
註
(

1

)

前
掲
書
第
二
篇
第
三
一章
、
四
「
清
要
官
の
夜
達
」

参
照
。

(
印
)
王
謝
よ
り
は
格
が
落
ち
る
が
、
有
力
貴
族
で
あ
っ
た
河
東
の
柳
氏
の

エ
ピ
ソ

ー
ド
で
あ
る
。
宋
代
、
柳
世
隆
が
虎
威
将
軍
、
上
庸
太
守
と
な

っ
た
時
、
孝
武
一
帝
は
伯
父
の
向
書
令
柳
元
景
に
こ
う
語
っ
て
い
る
。

帯
謂
元
景
日
「
卿
土
日
以
虎
威
之
競
魚
随
郡
、
今
復
以
授
世
隆
、
使

卿
門
世
不
紹
公
也
。
」
(
『
南
開
門
書
』
径
二
四
柳
世
隆
停
)

こ
の
設
言
が
な
さ
れ
た
の
は
、
柳
元
景
が
向
書
令
と
な
る
前
に
撫
軍
大

将
軍
開
府
儀
同
三
司
、
藤
騎
大
将
軍
開
府
儀
同
三
司
を
、
以
後
は
左
光

藤
大
夫
開
府
儀
同
三
司
、
司
空
を
辞
退
し
績
け
た
か
ら
で
あ
る
(
但
し

こ
こ
で
「
公
」
を
僻
返
し
績
け
た
の
は
尚
書
令
に
固
執
し
た
震
で
は
な

か
ろ
う
〉
。

「公
」
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
柳
世
隆
は
左
光
線
大

夫
に
終
わ
っ
た
が
、
死
後
司
空
を
追
贈
さ
れ
た
。
そ
の
彼
も
ま
た
、
生

前
従
父
弟
の
柳
慶
遠
に
こ
う
語
っ
て
い
る
。

一
初
、
慶
遠
従
父
兄
街
将
軍
世
隆
嘗
謂
慶
遠
臼

「吾
昔
夢
太
尉
以
祷

席
見
賜
、
吾
途
亜
台
司
、
適
叉
夢
以
吾
祷
席
輿
汝
、
汝
必
光
我
公

族。
」

(
『
梁
室
田
』
巻
九
柳
慶
遠
俸
)

そ
し
て
柳
慶
還
も
死
後
、
中
軍
将
軍
開
府
儀
同
三
司
を
追
贈
さ
れ
『
梁

書
』
は

「
至
是
、
慶
遼
亦
縫
世
隆
正
-m
」
と
記
す
e

貴
族
は

一
門
か
ら

「
公
」
を
出
す
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
を
意
識
し
て

い
た

の
で
あ
る
。

(
的
)
大
庭
僑
「
漢
代
の
貴
族
」
(
村
井
康
彦
編
『
公
家
と
武
家
ー
ー
そ
の

比
較
文
明
史
的
考
察
|
|
』
思
文
関
、
一
九
九
五
)
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(
初
〉
宮
崎
市
定
註
(
1
〉
前
掲
書
第
二
篇
第
三
章
、
十
二
「
賂
軍
践
の
稜

蓬
」
、
及
び
第
二
篇
第
四
章
、
六
「
終
軍
放
」
参
照
。

(
冗
〉
皇
后
の
兄
、
及
び
皇
太
后
の
父
兄
の
例
は
非
常
に
少
な
い
た
め
省
い

た
が
、
そ
れ
ら
の
場
合
は
散
騎
系
統
の
官
が
奥
え
ら
れ
た
様
で
あ
る
。

(

η

)

『
菅
霊
園
』
巻
四
五
劉
毅
停

久
之
、
見
許
、
以
光
線
大
夫
院
第
、
門
施
行
馬
、
復
賜
銭
百
蔦
。

『
耳
目
書
』
巻
七
八
丁
溜
俸

詔
以
光
瞭
大
夫
還
第
、
門
施
行
馬
、
線
秩
一
如
審
制
、
給
停
詔
二

人
、
賜
銭
二
十
高
、
林
帳
樗
席
。

(η
〉
「
三
園
士
山
』
巻
四
貌
書
三
少
帯
紀
、
斉
王
芳
表
注
所
引
『
貌
書
』
に

「
是
目
、
景
王
承
皇
太
后
令
、
詔
公
卿
中
朝
大
臣
曾
議
、
群
臣
失
色
」

と
あ
り
、
こ
の
舎
議
の
結
果
湾
王
芳
の
駿
位
を
請
う
上
奏
文
が
作
成
さ

れ
た
。

〈
冗
)
貌
菅
南
朝
の
公
卿
議
に
つ
い
て
は
、
渡
透
信
一
郎
「
朝
政
の
構
造

ー

l
中
園
古
代
園
家
の
曾
議
と
朝
政
」
(
註
(
怨
前
掲
『
天
空
の
玉

座
』
第
I
章
)
参
照
。

〈
万
)
仁
井
田
陸
氏
が
復
元
さ
れ
た
儀
制
令
第
五
燦
(
仁
井
田
陸
『
唐
令
拾

遺
』
東
方
文
化
事
院
、
一
九
三
三
、
の
ち
東
京
大
皐
出
版
曾
よ
り
復

刊
、
及
び
、
池
田
温
編
『
唐
令
拾
遺
補
』
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
九

七
、
六
五
三

t
六
五
四
頁
)
に

諸
在
京
文
武
官
職
事
九
品
以
上
、
朔
望
日
朝
。
其
文
官
五
品
以

上
、
及
供
奉
官
、
員
外
郎
、
監
察
御
史
、
太
常
博
士
、
毎
日
参
。

武
官
五
ロ
間
以
上
、
品
川
毎
月
五
目
、
十
一
日
、
二
十
一
日
、
二
十
五

日
参
、
三
品
以
上
、
九
日
、
十
九
日
、
二
十
九
日
又
参
。
蛍
上
日

不
在
此
例
。
其
長
上
折
衝
果
毅
、
若
文
武
散
官
五
品
以
上
直
諸

司
、
及
長
上
者
、
各
准
職
事
参
。

と
あ
る
が
、
「
各
准
職
事
参
L

だ
け
で
は
い
つ
参
朝
す
る
か
よ
く
分
か

ら
な
い
。
具
鰻
例
を
『
奮
唐
書
』
『
新
唐
書
』
よ
り
奉
げ
る
と

後
以
年
老
乞
骸
骨
、
授
輔
園
大
防
府
軍
、
朝
朔
皇
、
厳
賜
同
於
職
事

(
『
奮
唐
蓄
』
品
位
五
八
劉
弘
基
俸
ハ
『
新
唐
書
』
巻
九

O
〉)
。

信
宿
、
加
畠
宗
銀
青
光
糠
大
夫
、
賜
防
関
、
同
京
官
朔
撃
朝
参

(
『
奮
唐
書
』
巻
七
八
張
昌
宗
(
『
新
唐
書
』
非
合
一

O
四〉)。

元
忠
惚
不
自
安
、
上
表
固
請
致
仕
、
手
制
聴
解
左
僕
射
、
以
特

進
、
斉
園
公
致
仕
子
家
、
仰
朝
朔
胡
#
一
(
『
奮
唐
書
』
巻
九
二
貌
元

忠
(
「
新
唐
書
』
巻
一
一
一
一
一
)
〉

0

永
徽
中
致
仕
、
加
金
紫
光
藤
大
夫
、
朝
朔
髪
、
藤
賜
防
閤
如
醤

(
『
新
唐
書
』
巻
一
九
八
儒
皐
上
、
張
後
胤
〉
。

威
亨
初
、
以
特
進
致
仕
、
の
朝
朔
室
、
績
其
俸
線
(『
新
唐
書
』

各
二
二
三
上
姦
臣
上
、
許
敬
宗
〉
。

と
あ
っ
て
朔
壁
一
朝
参
を
指
す
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
張
後
胤
と
許
敬
宗

は
『
奮
唐
書
』
に
も
俸
が
あ
る
が
、
『
密
唐
書
』
で
は
朝
朔
撃
の
こ
と

が
記
さ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
、
散
官
に
よ
る
朔
撃
朝
参
は
、
こ
こ
に
翠

げ
た
よ
り
迄
か
に
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
菟
官
、
完
所
居
官
、

官
蛍
等
の
措
置
を
受
け
た
者
は
、
「
唐
律
疏
議
』
品
位
三
名
例
律
、
及

び
、
律
疏
に

不
在
謀
役
之
限
、
雄
歴
任
之
官
、
不
得
預
朝
参
之
例
。
疏
議
目
、

不
在
課
役
者
、
謂
有
叙
限
、
故
菟
其
課
役
。
雌
歴
任
之
官
者
、
俵

有

一
品
職
事
、
犯
蛍
菟
官
、
畑
山
有
歴
任
二
品
以
下
官
、土木
叙
之

関
、
不
得
預
朝
参
之
例
。
其
菟
所
居
官
、
及
以
官
蛍
徒
、
限
内
未

殺
者
、
亦
準
此
。
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と
あ
っ
て
、
官
吏
待
遇
は
失
わ
れ
な
い
が
朝
参
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
「
以
理
去
官
者
(
致
仕
か
得
替
)
」
の
み
可
能
で
あ
っ
た
。

前器産の特進

皇帝 |名前 |侯名 同時に保持する巨 備考 出典

|宣帝 許E時漢 平恩侯 太子外祖父 1漢書 97上

元帝 王禁 陽平侯 冗后父 WI真書 98 

成帝 王掃 平阿侯 成帝興 漢書 98 

玉商 |成都壁 l成帝輿 漢書 98 

王立 紅陽実 l成帝男 「漢書 98 

許軍事 平恩侯 漢書 97下

張iJi， |安昌侯 漢書 81 
醇宣 高陽{長 給事中 漢書 83 

及帝 停委 孔郷侯 If専后父 (~書 19下

{惇喜 直1武侯 書 82

王葬 新都侯 給事中 1書 99上

王帯 新都侯 IlI!菩I 99上
平帝 なし

附表 1

時

探

同
は

に
の

担
問
'
も

た
る

れ

あ

さ
長
』

贈

」
追
官

を
本

進

贈
特
「

は

む

官

含
る
を

す
官

持

た

た

保
れ
つ

に
作
り
か

時

迭

な

同

に

ら

凡例

〔
附
記
〕
本
稿
校
正
中
に
、
阿
部
幸
臣
「
漢
代
の
印
制
・
綬
制
に
闘
す
る

基
礎
的
考
察
」
(『
史
料
批
剣
研
究
』
一
一
一
、
一
九
九
九
)
、
「
漢
代

に
お
け
る
朝
位
と
綬
制
に
つ
い
て
」
(『
東
洋
製
報
』
八
二
|
三
、

二
O
O
O
)
の
存
在
を
知
っ
た
。
本
稿
叙
述
に
活
か
せ
な
か
っ
た

の
は
誠
に
残
念
で
あ
り
、
ま
た
阿
部
氏
に
も
お
詫
び
申
し
上
げ

る
。
讃
者
諸
賢
に
お
か
れ
て
は
合
わ
せ
て
讃
ま
れ
た
い
。
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附表2 南朝の特進

王朝 皇帝 名前 爵名 同時に保持する官 備考出典
宗 武帝 なし

少帝 m泰 陽遂郷侯 金紫光枝大夫 ・散騎吊寺 「朱書 60 
文帝 泡泰 陽遂郷侯 車騎将軍 {寺中 .1-工夏王師 追贈 「宋書 60 

主球 金紫光枝大失・散騎吊寺 追贈 宋書 58 
王敬弘 左光枝大矢 ・{寺中 '朱書 66 
割f潜 金紫光緑大夫.f寺中 '南史 19 
段穆 右光枝大夫・始輿王師 P宋書 59 

孝武帝 何尚之 都郷侯(?) 左光路大夫・寺中 '*'書 66 
顔延之 ー 金紫光枝大夫・散騎常(寺 遺贈 '宋書 73 
朱1膚之 |南昌鯨侯 金紫光枝大矢 宋書 76 
朱惰之 |南昌際侯 f寺中 追贈 担宋書 76 
羊玄保 右光椋大夫・散騎吊寺 '采書 6

手瞳
都郷侯 軍事騎将軍 ・尚書左{糞射・{寺中 追贈 a宋書 52 
建安王 左光枝大矢・護軍将軍 宋書 72 
管浦際侯 右光枝大矢 ・散騎常f寺 崇憲太倹 '宋書 51 
管浦賂侯 右光枝大矢・寺中・崇憲太{糞 宋書 51 
曲江蘇侯 左光級大失護軍将軍 '宋書 8

王{曽朗 左光枝大夫・{寺中 '宋書 85 
劉思考 金繁光枝大夫・散騎常(寺 追贈 来書 51 

後廃帝 王環 金紫光枝大夫・散騎常f寺・弘訓太僕 南脊書 32 
順帝 なし

警 世1帝 なし
武帝 主延之 右光枝大失 ・州大中正・寛陵王師 「南安審 32 

王延之 右光枝大夫 ・散騎常侍 |追贈 「南努書 32 
王僧度 左光勝大失・{寺中 「南署年寄 33 
張緒 金紫光枝大夫・散騎常寺 追贈 「南脊書 33 

|理事林王 なし
海陵王 なし
明帝 なし
東昏侯 なし
和帝 なし

梁 武帝 王紛 左光枝大矢・{寺中 梁書 21 
{可胤 右光故大夫 不就 梁書 51 
夏侯詳 墜城県手公 右光技大失 梁寄 10 
徐勉 右光級大矢・中術将軍・{寺中 梁書 25 
沈約 建畠際侯 左光技大矢・(寺中・太子少惇 梁書 13 
陸果 金紫光枝大夫・州大中正 祭書 26 
鷲環 金紫光枝大夫 梁書 26 
主主昆 左光枝大夫・司空・{寺中・尚書令 梁書 31 

筒文帝 なし
漁章主 なし
π帝 裟之帰1 都城将男 金紫光枝大夫 梁苔 28 
貞陽侯 なし
敬帝 なし

陳 武帝 章長明 贋f悪将侯(ホ1) 金紫光路大失 追贈 『陳寄 7 
文帝 王沖 安東亭侯(ワ) 左光枝大矢 .(，寺中・中植将軍・開府{聾同ー司 (*2) 陳書 17 

徐世鰭 魚復将{生 安右将軍・寺中 (つ) 際書 13 
魔帝 なし
宣帝 キ土稜 永城県事侯 f寺中 ・鎌右将軍・護軍将軍 「陳書 12 

陸繕 金紫光枝大矢 ・寺中 追贈 「陳書 23 
強種 金紫光枝大失(ワ) 追贈 陳書 21 
沈欽 建械侯 矧左将軍 ・{寺中 追贈 陳害 7 
主通 平望号亭{長 左光枝大夫 ・安右将軍・{寺中 陳書 17 
王E轟 誕軍将軍・{寺中 追贈 陳書 23 
周弘正 園子祭酒州大中正 書 24

後主 徐陵 建昌係侯 左光械大夫・寺中・鏑右将軍 追贈 書 26
器削由 不明 、書 6(ホ3)
沈俗 東興県出侯 金紫光枝大夫・散鱗品寺 書 12
陳(白恭 音安王 鎖右将軍 書 28
|陳伯仁 |贋陵王 不明 書 6(叫)
|陳伯智 永陽王 矧左将軍・寺中 書 28 
愛敬 金紫光禄大矢 書 17

鎧例は附表 1に同じ。 *1 追封。 ホ2 この開府儀同三司は中権終軍の加官。

*3 無停。 *4 紀停で官歴の劉鐙あり。
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附表3 南朝の后父

名前 后名 官名 爵名
組商 孝穆越皇后 金紫光枝大夫 臨賀将侯本l

喜最 孝章主藤皇后 金紫光株大夫 封陽将公判
武敬威皇后 金紫光枝大矢 高梁亭侯*2

蓑i甚 文帝意皇后
、技大夫・盟P亙盤旦E二二司

王{匪 孝武文穆王皇后 金金紫紫光光政枝大大夫夫 師・散騎常{寺
何璃 前廃帝何皇后
玉{曽朗 明恭玉皇后 特進・左光株
江季笥 後廃帝ィ工皇后 金紫光枝大夫
割t鴎 順帝鮒皇后 金紫光枝大夫
陳肇之 宣孝陳皇后 金紫光枝大夫
~J喬之 高昭自由l皇后 金紫光株大夫
裂磯之 武穆袈皇后 金紫光枝大夫
王嘩之 文安主皇后 金紫光技大夫
何取 修林王何妃 寺中・光険大夫
~J景:猷 明敬i1~J皇后 金紫光枝大夫
権澄 東昏格皇后
張穆之 太祖献皇后張氏 金紫光l操大夫
都f華 直1祖1車皇后郁氏 金紫光抜大夫
玉寮 太宗簡皇后王氏 金紫光枝大夫 南昌将公*2
徐繰 世f且徐妃
章景明 尚徳宣皇后章氏 特進 ・金紫光株大夫 腐i悪将侯*1
沈法深 世祖沈皇后 金紫光株大夫 建城将侯
王国 腐帝王皇后 [寺中・金紫光枝大夫 莫口亭侯キ2

柳(匪 品宗柳皇后 皇后父であることによる任官無し
沈君理 後主沈皇后 皇后父であることによ る任官無し

凡例光藤大夫加金章紫綬は金紫光旅大夫に統一した。

礼 金紫光藤大夫を輿えられた後に封ぜられた。

*2 外戚であることとの因果関係なし。

*3 皇后父としての迫贈前に左光線大夫を追贈。

叫 皇后父と しての追贈か不明。

*5 r南史J30は右光旅大夫につくる。

キ6 r南史J28では金紫光藤大夫を追贈。
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出典 (朝考

書 41 |追贈
書 41 追贈
書 41 追贈
書 52 理贈*3
書 41
番 41 追贈叫

宋書 85 もと金紫光政大矢
朱書 59 追贈

書 85 追贈
帯番 20 追贈
書書 20 追贈
書書 20 追贈
脊書 20 追贈
膏書 32 追贈本5

官書苔書
20 追贈
20 追贈*6

梁書 7 追贈
!fi書 7 追贈
梁書 7 追贈叫
梁蓄 7 不明
陳書 7 追贈
陳書 7 追贈
陳番 21 l寝帝即位時
陳書 7 
陳書 7 



THE [ORIGIN AND TRANSFORMATION OF THE TITLE

TE ＪＩＮ特進,LORDS SPECIALLY ADVANCED, FROM LIE

ＨＯＵ列侯,ADJUNCT MARQUIS, TO GUANG LU DA FU

　

光線大夫,GRAND MASTER FOR SPLENDID HAPPINESS

Fujii Noriyuki

　　

The origins of the title Te jin, Lords Specially Advanced, ａ Tang-era

civil service prestige title文散官are found in the Han. During the Han,

Adjunct Marquises 列侯resident in the capital were permitted to attend

court twice ａ month (ｏｎthe firstand fifteenth day), and they were awarded

the Te Jin title, which was the equivalent of that of Counselor-in-chief

丞相，ａ court rank which was later of the same status to the Three Dukes

三公in the military hierarchy.

　　

The criteria for this court rank were distinguished on the basis of

ｏ伍cial compensation, from duke公, minister卿, grand master 大夫, and

serviceman士status, and this was at the same time the ritual order.

However, with the addition of generals 前軍to the hierarchy during the

turmoil 0f the Late Han, this ritual order was disturbed.

　　

During the Wei, there was ａ pressing need to reorganize the ritual

order

　

and regulate the title of general.　Although the earlier　status

hierarchy was revised to duke, solitaire孤, minister, grand master, and

servicemen, there　■was　no　fundamental　reform　of the　system.　The

succeeding Jin inherited the status hierarchy of the Wei, but by shifting the

criteria of status distinction from compensation accorded each office to the

rank associated with each ofEce, it was successful in reforming the ritual

order. In addition, by establishing a fifth-rank within the nobility that was

superior to that of Adjunct Marquis, the Te jin title lost its original

function in relation to the Adjunct Marquises and instead became associated

with civil o伍cia1S文官Moreover, because the hierarchical order of the

Guang lu da fu, Grand Master for Splendid Happiness, whom were paired

with the generals became rigidly formalized, the role of the Te Jin title

grew increasingly diluted｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－



　　

However, during the Southern Dynasties, the Te iin titleplayed ａnew

role. As can be understood from the fact that one individual who had

refused the post of Commander Unequaled in Honor　開府儀同三司, the

pinnacle of the hierarchy of the Guang lu da in, was given the titleTe jin.

The Te jin titlewas inserted within the hierarchy of the Guang lu da fu.

This also marks the beginning of its being the highest rank of the Tang

civilservice prestige titles｡

　　

The shiftof associationof the Te Jin titlefrom Adjunct Marquises to

the Guang lu da fu, and its ultimate retention among the civil service

prestigetitleswas due to the fact the functions fulfilledby the Adjunct

Marquises in the Han were splitbetween the Generals and the Guang lu

da fu during the Wei, Jin, and the period of the Northern and Southern

Dynasties and thatit conformed to the trends toward the adoption of Tang

prestige titles.

THE SYSTEM AND STRUCTURE OF THE BU-SHI JI-DAO

　　　

JIAN卜笠祭祷簡AS SEEN IN THE BAO-SHAN

　　　　　　　　　　　

CHU JIAN 包山楚簡

Kudo Motoo

　　

In Ｃｈｕ楚during the Warring States period, in丑uential leaders would

summon men known as zhen-ren貞人, each year, and have them conduct

rites, called sui-zhen 歳貞, to divine their fortune in the coming
year･

Furthermore, if there were an outbreak of disease, prayers for ａ
recovery

would also have been conducted in ａ rite known as a ji-bing
zhen 疾病貞･

Ａ Bu-shi ji-dao jian, ａ record of
those sorts of rituals conducted by the

zhen-ren, was copied by ａ scribe, someone other than the zhen-ren himself,

as a funerary item following the death of ａ grave
owner. This article is

an attempt to clarify the system and structure of
the Bu-shi ji-dao jian by

analyzing concrete examples of the form･

　　

When one tries to consider the custom of using this sort
of Ｂｕ･shi ji-dao

jian as a funerary object in terms of the traditions of Chu culture,
the time

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－
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